
第
四
節　

後
世
の
修
理
・
改
造

　

今
回
の
修
理
に
伴
う
調
査
に
よ
り
、
後
世
の
修
理
の
経
過
が
一
部
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
古
文
書
等
に
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
事
柄
を
確
証
付
け
る
も
の
も
あ
っ

た
が
、
今
ま
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
柄
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
世
ま
で
の

修
理
の
歴
史
は
第
一
章
で
述
べ
た
の
で
、
こ
の
節
で
は
、
江
戸
時
代
の
元
禄
期
以
降
の
修
理

に
つ
い
て
記
載
す
る
と
共
に
、
屋
根
瓦
に
関
し
て
の
考
察
を
行
う
。

第
一
項　

元
禄
期
の
修
理

　

元
禄
期
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
史
料
（
注
一
）
や
大
正
修
理
時
に
取
ら
れ
た
瓦

の
拓
本
（
注
二
）
に
よ
り
そ
の
経
過
が
知
ら
れ
て
い
た
。

　

修
理
は
、
元
禄
六
年
六
月
十
五
日
に
始
め
、
七
月
十
三
日
ま
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
正
倉

を
開
封
し
、
宝
物
は
油
倉
へ
移
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
元
禄
三
年
九
月
一

日
付
の
見
分
差
図
が
存
在
し
た
よ
う
で
（
注
三
）、
こ
の
見
分
差
図
を
以
て
奈
良
奉
行
所
へ
届
出

が
な
さ
れ
、
同
六
年
の
開
封
・
修
理
へ
と
繋
が
る
。

　

古
文
書
の
中
に
は
絵
図
も
あ
っ
た
よ
う
で
（
注
四
）、
前
述
の
史
料
と
共
に
台
輪
先
の
銅
板
巻

き
や
束
柱
の
箍
（
胴
輪
）
が
、
こ
の
時
に
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
箍
に
つ
い
て
は
現

状
で
は
二
〇
箇
所
、
二
三
個
で
古
文
書
の
記
載
と
は
箇
所
数
こ
そ
違
う
が
、
数
は
現
状
と
合

致
し
た
（
束
柱
一
本
に
上
下
二
個
取
り
付
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
）。
そ
の
他
に
取
り

付
け
た
痕
跡
は
な
い
。
束
柱
の
箍
は
、
一
部
に
錆
に
よ
る
崩
壊
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
今
回

の
修
理
で
新
た
な
箍
を
補
足
し
て
い
る
。
現
存
の
箍
の
中
に
は
そ
の
形
状
の
違
い
か
ら
元
禄

以
降
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
、
束
柱
の
風
蝕
の
具
合
か
ら
見
て
す

べ
て
元
禄
修
理
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
台
輪
先
の
銅
板
巻
き
は
、
二
四
箇
所
と
や
は
り
現

状
と
記
録
で
数
は
合
致
す
る
。
今
回
の
修
理
で
は
未
解
体
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な

図222　軒平瓦の瓦当の比較
上が鎌倉時代、下が元禄期。

お
、
隅
木
先
の
銅
板
巻
き
に
つ
い
て
も
、
台
輪
先
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

や
は
り
元
禄
期
の
修
理
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
今
回
未
解
体
で
史
料
に
も
記
載
が

な
い
の
で
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

　

ま
た
、
現
在
桁
行
方
向
東
面
の
台
輪
の
下
四
箇
所
に
胴
差
（
指
物
）
が
入
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
こ
の
元
禄
期
の
修
理
で
挿
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
倉
の
西
面
に
も
二
箇
所
挿

入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
部
材
も
新
し
く
断
面
形
状
も
材
種
も
元
禄
期
の
そ
れ
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
。
大
正
修
理
前
の
図
面
に
は
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
面
の
部
材
は
天
保
期
か
ら

明
治
期
の
修
理
と
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　

今
回
の
修
理
に
伴
う
調
査
に
お
い
て
、
改
め
て
元
禄
六
年
の
瓦
刻
印
を
確
認
し
た
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
鎌
倉
時
代
の
軒
平
瓦
の
瓦
当
文
様
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
元
禄
期
に
復
刻

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
元
禄
期
に
も
、
現
在

の
よ
う
に
文
様
を
復
刻
す
る
と

い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
興

味
深
い
。
た
だ
し
、
瓦
全
体
の

形
状
は
鎌
倉
時
代
の
瓦
に
は
倣

わ
ず
、
瓦
当
の
厚
み
や
文
様
脇

の
縁
の
太
さ
な
ど
に
は
近
世
瓦

の
傾
向
が
現
れ
て
い
た
。

　

な
お
、
元
禄
期
に
は
杉
本
神

社
も
修
理
さ
れ
て
お
り
、
杉
本

神
社
が
「
三
倉
鎮
守
蔵
王
之

社
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が

史
料
か
ら
確
認
で
き
る
（
注
五
）。
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南
　
倉

中
　
倉

北
　
倉

い

ろ

は

に

一二三四五六七八九十

672×312082×812

501×51488×313501×423501×033

566,1566,1

1,5981,685

檜・材禄元檜・材禄元檜・材禄元檜・材禄元

天保〜明治材？天保〜明治材？

図224　後補の台輪下胴差

図223　後補の台輪下胴差の位置

元禄期の胴差（い六・い七間、東より見る）

胴差なし（い九・い十間、東より見る）

天保期から明治期の胴差（に六・に七間、西より見る）
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第
二
項　

天
保
期
の
修
理

　

天
保
期
の
修
理
に
つ
い
て
も
、
元
禄
期
の
修
理
同
様
、
史
料
及
び
大
正
修
理
時
の
瓦
拓
本

に
よ
っ
て
そ
の
経
過
は
知
ら
れ
て
い
た
。

　

天
保
期
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
天
保
四
年
に
開
封
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
の
修
理
は
天
保

六
年
ま
で
実
施
さ
れ
ず
、
天
保
七
年
ま
で
か
か
っ
て
工
事
が
行
わ
れ
た
（
注
六
）。
今
回
の
修
理

で
は
天
保
六
年
の
瓦
刻
印
二
種
類
が
確
認
で
き
た
。

　

天
保
期
の
修
理
内
容
は
、『
南
都
東
大
寺
正
倉
院
御
修
覆
鎮
守
社
新
造
共
仕
様
請
切
代
銀

請
取
帳
』
と
い
う
文
書
に
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
現
在
原
本
の
所
蔵
は
不
明

で
あ
る
（
注
七
）。

　

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
工
事
で
の
正
倉
の
銀
高
は
二
五
貫
一
五
〇
匁
五
分
七
厘
、
鎮

守
社
の
銀
高
一
貫
五
三
二
匁
三
分
四
厘
を
加
え
て
、
総
工
費
は
二
六
貫
六
八
二
匁
九
分
一
厘

と
あ
る
。
今
回
、
杉
本
神
社
の
修
理
中
に
発
見
さ
れ
た
木
片
に
も
同
じ
年
号
と
同
じ
大
工
名
、

さ
ら
に
所
用
の
銀
高
が
記
さ
れ
て
い
た
（
注
八
）。
そ
れ
に
は
、
天
保
七
年
二
月
十
五
日
の
日
付

で
大
工
善
助
の
名
が
あ
り
、
銀
高
三
六
貫
八
五
〇
目
と
あ
る
。
鎮
守
社
は
一
貫
七
〇
〇
目
と

あ
り
、
お
よ
そ
近
い
数
字
で
あ
る
が
、
総
工
費
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
こ
の
文
書
の
原

本
を
確
か
め
る
必
要
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
井
家
文
書
の
な
か
に
も
天
保
期
の
修
理
記
録
が
確
認
さ
れ
、
小
屋
組
や
校
木
の

補
修
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
内
容
が
わ
か
る
。
中
井
家
文
書
に
は
、
い
く
つ
か
の
修
理
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
数
枚
の
絵
図
に
分
か
れ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
修
理
内
容
は
以
下
の
よ
う
で

あ
り
、
現
状
か
ら
そ
の
痕
跡
を
追
っ
て
み
た
。

①　

桔
木
の
挿
入

　

図
229
の
断
面
図
（
注
九
）、
図
232
の
小
屋
伏
図
（
注
一
〇
）
に
よ
っ
て
、
桔
木
を
挿
入
し
よ
う
と
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
232
に
は
文
字
の
書
き
込
み
で
「
止
メ
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
計
画
と
実
施
が
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
桔
木
の
痕
跡
が
、
丸
桁

図227　元禄期の箍の破損と追加した箍の状況

図225　束柱の箍の配置

図226　元禄期の箍
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の
小
屋
裏
側
に
残
っ
て
い
た
。
丸
桁
に
残
る
痕
跡
は
、
伏
図
通
り
の
配
置
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
、
ほ
ぼ
本
数
が
合
う
。
今
回
の
修
理
で
は
丸
桁
は
解
体
し
て
い
な
い
の
で
、
見
え
て
い

な
い
痕
跡
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
実
際
に
天
保
期
に
は
桔
木
が
入
れ
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
大
正
修
理
前
の
図
面
に
桔
木
ら
し
い
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
天
保
期
の

桔
木
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
桔
木
の
痕
跡
位
置
と
天
保
期
の
図
の
比
較
を
図
228
に
示
す
。

②　

畦
羽
目
（
校
木
）
の
矧
木
・
埋
木

　

図
233
の
図
（
注
一
一
）
に
は
、
校
木
を
「
畦
羽
目
」
と
記
し
、
校
木
に
矧
木
や
埋
木
が
な
さ
れ

た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。

③　

内
部
柱
の
取
り
替
え

　

天
保
期
に
は
、
台
輪
間
の
半
間
毎
に
内
部
柱
が
あ
っ
た
こ
と
が
図
235
か
ら
わ
か
る
。
現
在

天
保
期
の
内
部
柱
は
、
す
べ
て
大
正
修
理
に
よ
っ
て
取
り
替
え
あ
る
い
は
撤
去
さ
れ
て
い
る

が
、
天
保
期
の
痕
跡
は
校
木
の
内
側
に
埋
木
や
釘
跡
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。

④　

棟
桁
類
の
取
り
替
え

　

小
屋
伏
図
に
母
屋
の
取
り
替
え
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
矧
木
な
ど
を
施
し
た
こ
と

が
書
か
れ
て
お
り
、
束
の
う
ち
破
損
の
大
き
い
も
の
は
古
材
を
使
っ
て
切
り
接
い
で
用
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
こ
の
結
果
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
在
の
小

屋
材
に
は
中
古
転
用
と
思
わ
れ
る
材
料
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
の
中
に
天
保
期
に
取
り
替

え
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

⑤　

屋
根
瓦
の
葺
き
替
え

　

図
233
に
は
「
本
瓦
葺
、
瓦
足
し
、
元
の
如
く
葺
替
え
る
」
と
あ
る
。

　

瓦
か
ら
は
、
天
保
六
年
の
刻
印
が
二
種
類
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
記
録
を
裏
付
け
る
。

瓦
に
は
「
瓦
工
平
城
住
人
三
島
三
郎
兵
衛
冨
明
」
と
あ
る
。

⑥　

台
輪
先
銅
板
包
み
の
補
修

　

台
輪
先
銅
板
包
み
は
、
史
料
か
ら
元
禄
期
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
述
し
た

が
、
図
233
に
よ
る
と
天
保
期
に
は
天
端
の
足
り
な
い
所
を
補
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
状

Ｎ

図に描かれた桔木のうち
「止メ」と示された桔木

方形の埋木

図に描かれた桔木 亀甲型の埋木

傾ぎ大入れの仕口

図228　桔木痕跡の位置と天保期絵図の桔木配置の比較
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か
ら
は
そ
の
差
を
確
認
す
る
こ
と
は

難
し
く
、
止
釘
の
頭
に
は
、
鋲
状
の

も
の
と
折
釘
状
の
も
の
の
二
種
類
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
折
釘
状
の
も
の
が

天
保
期
の
補
修
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

今
回
は
未
解
体
な
の
で
詳
細
は
わ
か

ら
な
い
。

⑦　

鎮
守
社
の
新
造

　

図
233
に
は
、「
鎮
守
社
新
造
」
と

あ
り
、
杉
本
神
社
が
天
保
期
に
新
造

さ
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
造
替
に
あ
た
り
、
現
在
の
社
殿
が

こ
の
と
き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

桁
行
六
尺
六
寸
、
梁
間
正
面
三
尺
九

寸
と
記
さ
れ
て
お
り
、
現
状
の
建
物

の
実
測
寸
法
（
桁
行
六
・
六
三
尺
、

梁
間
四
・
〇
五
尺
）
と
ほ
ぼ
合
致
す

る
。

図231　台輪鼻先銅板包み

図230　丸桁に残る天保桔木の痕跡

図229　『南都東大寺正倉院四拾分一之図』 京都府立総合資料館所蔵
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図233　『南都東大寺正倉院絵図』 京都府立総合資料館所蔵

図232　『正倉院小屋組』 京都府立総合資料館所蔵
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第
三
項　

明
治
期
の
修
理
・
改
造

　

明
治
期
の
正
倉
に
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
様
々
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
明
治
五
年
の
壬
申
調

査
に
始
ま
り
、
そ
の
後
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
宝
庫
の
開
封
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
正

倉
も
改
修
や
修
理
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
ず
同
十
年
（
一
八
七
七
）
に
は
、
避
雷
針
の
設
置
が
行
わ
れ
、
同
十
二
年
に
は
そ
の
改

修
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大
正
修
理
前
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
も
の
が
こ
の
と
き
の
避
雷
針
と

思
わ
れ
る
。
避
雷
針
を
設
置
す
る
と
い
う
行
為
の
最
初
期
の
例
で
あ
る
。

　

同
十
三
年
に
は
、
公
開
時
の
宝
物
の
移
動
に
よ
る
破
損
を
な
く
す
た
め
「
御
物
陳
列
戸

棚
」
の
設
置
が
建
議
さ
れ
る
（
注
一
二
）。
工
事
は
同
十
四
年
に
終
わ
り
、
こ
れ
が
今
見
る
ガ
ラ

ス
戸
付
陳
列
棚
で
あ
る
。

　

屋
根
の
修
理
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
瓦
か
ら
は
、
明
治
二
十
二
年
と
同
三
十
二
年
の

紀
年
銘
が
発
見
で
き
た
。
同
二
十
三
年
に
も
修
理
記
録
が
あ
り
、
瓦
に
は
年
紀
を
彫
る
よ
う

に
、
と
し
て
あ
る
（
注
一
三
）。
今
回
の
修
理
で
二
十
三
年
の
紀
年
銘
を
持
つ
瓦
は
一
枚
も
確
認

で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
十
二
年
に
作
ら
れ
た
瓦
を
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
明
治
期
の
修
理
は
、
時
代
が
明
治
と
変
わ
っ
て
、
管
理
も
東

大
寺
か
ら
国
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
は
宝
物
を
い
か
に
良
い
環
境
で
保
存
し
て
い

く
か
を
第
一
に
考
え
て
導
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
　
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
の
改
造

　

今
回
の
整
備
工
事
で
、
明
治
十
四
年
に
設
置
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
を
一
旦
解
体
し

た
。
そ
の
際
、
こ
の
陳
列
棚
が
後
世
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
史

料
調
査
に
よ
り
拡
張
工
事
に
関
す
る
文
書
も
確
認
で
き
た
。

　

ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
は
、
各
倉
の
一
階
及
び
二
階
に
、
正
面
東
を
除
く
三
方
に
コ
の
字
形

に
配
さ
れ
、
二
階
は
上
下
二
段
に
な
る
。
現
在
、
棚
の
奥
行
き
は
各
室
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

が
、
ほ
ぼ
校
倉
の
壁
面
と
隙
間
な
い
位
置
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

表18　「明治三十三年六月　日記」の作業時間
日数 日付 曜日 天気 開扉 閉扉 時間 南倉 中倉 北倉

明治33年₆月10日 晴れ
明治33年₆月11日 雨のち曇り
明治33年₆月12日 晴れ

1 明治33年₆月13日 開封 快晴 10：00 AM ₆：20 PM ₈：20 二階工事掛か
り

二階工事掛
かり

2 明治33年₆月14日 晴れ ₈：00 AM ₅：50 PM ₉：50 二階御物般助 階下長櫃三階
へ収納

3 明治33年₆月15日 金曜日 晴れ ₈：10 AM ₅：40 PM ₉：30
4 明治33年₆月16日 土曜日 晴れ ₈：10 AM ₆：30 PM 10：20

5 明治33年₆月17日 日曜日 ₈：15 AM ₆：40 PM 10：25 階下中棚弐個
納める

6 明治33年₆月18日 月曜日 快晴 ₈：00 AM ₆：50 PM 10：50
7 明治33年₆月19日 火曜日 快晴 ₈：05 AM ₇：00 PM 10：55

8 明治33年₆月20日 水曜日 快晴 ₇：30 AM ₇：00 PM 11：30 階下御物片付
け着手

階下御物片付
け着手

9 明治33年₆月21日 木曜日 快晴 ₇：30 AM ₇：00 PM 11：30 二階落成
10 明治33年₆月22日 金曜日 快晴 ₇：30 AM ₇：00 PM 11：30 二階落成

11 明治33年₆月23日 土曜日 快晴 ₇：30 AM ₇：00 PM 11：30 二階落成、階
下落成 階下落成

12 明治33年₆月24日 日曜日 快晴 ₇：30 AM ₇：10 PM 11：40
13 明治33年₆月25日 月曜日 雨 ₀：00
14 明治33年₆月26日 火曜日 晴れ ₈：00 AM ₅：30 PM ₉：30

合計時間　137時間20分
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で
あ
る
。

　
　

大　

幅
八
五
三
㎜
×
一
二
八
〇
㎜
（
二
・
八
尺
×
四
・
二
尺
）
ガ
ラ
ス
厚
九
㎜

　
　

中　

幅
八
五
三
㎜
×
五
五
八
㎜
（
二
・
八
尺
×
一
・
八
五
尺
）
ガ
ラ
ス
厚
九
㎜

　
　

小　

幅
三
六
六
㎜
角
程
度
（
一
・
二
尺
角
）
ガ
ラ
ス
厚
六
㎜

　

ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
が
設
置
さ
れ
た
明
治
十
三
年
頃
の
板
ガ
ラ
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
円
筒
法

に
よ
る
製
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
厚
み
は
二
㎜
以
下
で
、
ガ
ラ
ス

表
面
に
は
ゆ
が
み
が
残
り
、
品
質
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
宮
内
庁
に

残
る
明
治
十
三
年
の
費
目
概
算
（
注
一
五
）
に
は
、「
同
（
御
物
陳
列
戸
棚
）
硝
子
障
子
遣
イ
長

五
尺
巾
三
尺
磨
キ
硝
子
七
拾
五
枚
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
現
存
の
も
の
と
照
ら
す
と
、
各
階
の

最
も
多
い
ガ
ラ
ス
戸
に
当
た
る
。
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
は
、
当
初
か
ら
二
階
は
二
段
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
上
段
の
寸
法
に
あ
た
る
ガ
ラ
ス
戸
は
こ
の
記
録
に
は
な
い
。
中
倉
の

二
階
上
部
の
板
ガ
ラ
ス
（
右
記
「
中
」
に
当
た
る
）
に
は
、
歪
み
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
現
場

で
確
認
し
て
い
る
。

　

ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
は
、
明
治
三
十
三
年
に
改
造
が
行
わ
れ
、
二
階
下
段
及
び
一
階
ガ
ラ

ス
戸
付
陳
列
棚
の
奥
行
き
が
拡
張
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
側
面
に
当
た
る
ガ
ラ
ス
戸
は
確
実
に

取
り
替
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
側
面
の
ガ
ラ
ス
戸
は
厚
み
が
九
㎜
と
厚

い
ガ
ラ
ス
で
あ
る
。
厚
み
の
あ
る
板
ガ
ラ
ス
は
製
造
が
難
し
く
、
一
九
二
〇
年
代
に
ア
メ
リ

カ
で
開
発
さ
れ
た
「
ロ
ー
ル
ア
ウ
ト
法
」
に
よ
る
板
ガ
ラ
ス
な
ら
ば
、
こ
の
厚
み
の
も
の
は

で
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
技
法
で
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

一
階
及
び
二
階
下
段
の
板
ガ
ラ
ス
に
は
歪
み
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
ロ
ー
ル
ア
ウ

ト
法
に
よ
る
板
ガ
ラ
ス
を
さ
ら
に
研
磨
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
ル
ア
ウ
ト

法
は
、
板
厚
一
〇
㎜
ま
で
製
造
可
能
で
あ
り
、
研
磨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
窓
用
の
磨
き
板
ガ

ラ
ス
に
な
る
。
現
地
で
の
板
厚
調
査
で
板
厚
に
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
板
ガ
ラ
ス
は
ロ
ー
ル
ア
ウ
ト
法
と
研
磨
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
（
注
一
六
）。

　

拡
張
は
、
各
室
二
階
の
下
段
及
び
一
階
で
行
わ
れ
て
い
た
。
中
倉
の
二
階
で
、
根
太
等
の

痕
跡
を
見
る
と
、
現
在
柱
真
々
で
九
八
五
㎜
（
三
・
二
五
尺
）
の
奥
行
き
に
対
し
て
、
明
治

十
三
年
当
初
は
五
四
六
㎜
（
一
・
八
〇
尺
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
階
上
段
は
改
造

が
な
く
、
そ
の
奥
行
き
は
五
四
六
㎜
と
、
根
太
の
痕
跡
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
上

下
が
同
じ
奥
行
の
棚
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
下
段
は
、
柱
に
残
る
繋
ぎ
材
の
痕
跡
か

ら
床
の
高
さ
の
変
更
も
考
え
た
が
、
敷
居
等
に
は
根
太
の
痕
跡
が
な
い
の
で
、
そ
の
可
能
性

は
低
い
。

　

元
々
の
部
材
は
見
え
隠
れ
面
ま
で
斉
一
に
台
鉋
が
け
さ
れ
て
い
た
が
、
拡
張
に
使
わ
れ
た

部
材
の
見
え
隠
れ
面
は
鋸
挽
き
の
ま
ま
で
、
部
材
で
仕
上
げ
の
差
が
歴
然
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
拡
張
工
事
は
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
「
日

記
」（
注
一
四
）
が
残
さ
れ
て
い
た
。「
日
記
」
に
は
、
開
扉
及
び
閉
扉
の
時
間
か
ら
作
業
の
開
始

と
竣
成
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
工
事
は
六
月
十
三
日
に
始
ま
り
二
十
一
日
ま
で
に

は
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
工
期
は
九
日
間
と
短
い
。
部
材
の
状
況
か
ら
見
る
と
ほ
ぼ

全
解
体
で
行
っ
た
拡
張
で
あ
り
、
作
業
時
間
も
朝
八
時
か
ら
晩
の
七
時
ま
で
と
現
在
よ
り
少

し
長
い
程
度
で
大
し
た
違
い
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
日
数
で
工
事
が
完
了

す
る
早
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

　

な
お
、
北
倉
一
階
に
つ
い
て
は
、
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
た
。
北
倉
一
階
は
、
も
と
も
と
校

木
壁
面
に
近
い
位
置
に
棚
の
奥
の
壁
面
が
あ
り
、
拡
張
は
北
面
及
び
南
面
を
前
に
出
す
、
と

い
う
形
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、「
日
記
」
に
は
、
こ
の
北
倉
一
階
の
拡
張

の
み
竣
成
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
「
日
記
」
が
北
倉
一
階
の
棚
の
竣
成
を
書
き
漏
ら
し
た
か
、

あ
る
い
は
工
事
完
了
ま
で
記
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

二
　
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
に
使
わ
れ
た
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て

　

ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
の
板
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
、
簡
単
で
は
あ
る
が
製
造
年
代
の
検
討
を
行

っ
た
。

　

対
象
と
な
る
板
ガ
ラ
ス
は
、
そ
の
大
き
さ
に
三
種
類
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
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図234　ガラス戸付陳列棚の設置当初の平面形態
中倉二階の痕跡に残る根太と根太掛で明治十四年当時の平面形態を表してみた。
文字は残っていた当初番付である。　

図235　「陳列戸棚平面縮図」
内題の下に「墨縁は在来の位置、朱縁のヶ所は取り広め」とあり、拡張の計画が
わかる。現状からは、北倉一階と思われるが、「日記」には北倉一階の記事がない。
（東京国立博物館所蔵、「正倉院絵図」、Image：TNM Image Archives）

東
い
壱

西
い
三

南
い
三

南 い 四

北ノ七

南
い
ノ
七

東
い
拾

西
い
ノ
八

東
い

ノ
八

　

こ
の
ロ
ー
ル
ア
ウ
ト
法
が
開
発
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
は
大
正
十
年
頃
に
あ
た
る
が
、
正
倉

の
大
正
十
年
以
降
の
記
録
で
、
板
ガ
ラ
ス
を
交
換
し
た
よ
う
な
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
見
ら
れ

な
い
。
厚
い
板
ガ
ラ
ス
は
一
九
五
〇
年
以
降
の
フ
ロ
ー
ト
法
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
や
す

く
、
正
倉
の
板
ガ
ラ
ス
も
昭
和
四
十
年
頃
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
昭
和
三

十
八
年
に
は
宝
物
が
西
宝
庫
へ
移
納
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
、
板
ガ
ラ
ス

だ
け
を
取
り
替
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

な
お
、
大
正
十
年
に
修
理
の
記
録
が
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
ガ
ラ
ス
戸
付
陳
列
棚
に
関
す

る
修
理
記
録
は
な
い
。

　

ガ
ラ
ス
を
持
ち
出
し
て
の
詳
細
な
調
査
が
行
え
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え

な
い
が
、
現
存
す
る
板
ガ
ラ
ス
の
年
代
は
、
大
正
十
年
以
降
に
変
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
、

と
考
察
さ
れ
る
。

図236　竣工正倉一階平面図
北倉のガラス戸付陳列棚の形状が図235の絵図とよく似ていることが確認できる。
床板敷の割付も南倉や中倉とは異なる。南倉と中倉は、ガラス戸側の板割を変え
ず、もとの板敷きの奥に新たな床板を敷き足していた。

南
　
倉

中
　
倉

北
　
倉
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図237　床板加工の差
中倉二階のガラス戸付陳列棚の床板裏
面。番付の書いてある方が明治十四年
の床板でガラス戸側になる。蟻桟が付
き、化粧に釘などは現れないようにな
っており、裏面までしっかり台鉋がか
かっていた。右が後補の床板で裏面は
曳肌のままで、根太に釘止めされてい
た。

図238　土台に残る柱と根太の痕跡
南面陳列棚の東側の土台上端に残る痕
跡。蟻枘の仕口が根太掛で、脇に柱の
平枘穴と圧痕が残る。現在の柱と同じ
大きさであり、もとはここに柱が立っ
ていたことがわかる。旧根太掛は、棚
の奥の土台に転用されていた。

図239　柱の足下に残る根太の痕跡
棚の奥になる部材は、もとの部材をそのまま移動して転用して
いた。この柱はそのうちのひとつで、土台上には旧番付も見える。
柱足下にはこのような仕口があり、もとは繋ぎ材が入っていた
ことがわかる。部材の焼け具合から床板が張られていたかとも
考えたが、敷居等に根太の跡がないので床板ではないと思われ
る。

図241　ガラス戸付陳列棚の断面比較（中倉）

2
,
7
27

8
6
7

1
,
8
60

546

985

中倉　現状断面 中倉　当初断面

546

図240　根太掛隅部の継手・仕口
隅の組手は相欠で、天端に柱の枘穴を彫り、内側
（写真では左側）に根太の掛かりを彫る。左の材に
は棹差し目違い枘込栓打ちの継手も見られる。
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第
四
項　

大
正
二
年
の
修
理

　

正
倉
院
正
倉
は
、
創
建
以
来
屋
根
葺
替
な
ど
の
修
理
は
行
わ
れ
た
が
、
記
録
の
上
で
は
、

解
体
に
至
る
修
理
は
大
正
二
年
以
外
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　

大
正
二
年
の
解
体
修
理
は
、
内
匠
寮
の
工
事
録
（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
）
に
そ
の

修
理
内
容
が
わ
ず
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
「
正
倉
院
宝
庫
修
繕
工
事
報
告
」
と

題
さ
れ
た
記
録
を
転
載
す
る
。

　
　
　
「
内
匠
寮
大
正
二
年　

工
事
録
一　

御
陵
墓
宮
殿
離
宮
御
用
邸
等
」

　
　
　

第
三
二
号　

正
倉
院
宝
庫
修
繕
ニ
関
ス
ル
件	

　
　
　

宮
内
大
臣
官
房
文
書
課　

宮
発
第
三
四
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
匠
頭

　
　
　

正
倉
院
宝
庫
修
繕
ヲ
要
ス
ル
旨

　
　
　

帝
室
博
物
館
総
長
ヨ
リ
内
申
有

　
　
　

之
候
ニ
付
同
官
ト
協
議
ノ
上
実
地

　
　
　

調
査
ヲ
遂
ケ
修
繕
工
事
ノ
設
計
見

　
　
　

込
並
其
ノ
経
費
予
算
額
取
調
具

　
　
　

申
ス
ヘ
シ

　
　
　

右
相
達
ス

　
　
　
　

大
正
元
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣
伯
爵
渡
邉
千
秋　

印

　
　
　

大
正
元
年
十
二
月
廿
七
日

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣
ヘ
具
申
案

　
　
　

稟　

二
〇
三
号

十
二
月
十
日
付
官
発
第
三
四
八
号
御
達
ニ

基
キ
帝
室
博
物
館
総
長
ト
協
議
ノ
上
正

倉
院
宝
庫
修
繕
工
事
設
計
并
予
算
甲

乙
二
様
ニ
取
調
別
冊
添
付
此
段
具
申
候
也

　

追
テ
甲
号
ハ
時
価
購
入
材
使
用
ノ
見
込
ニ
テ

　

設
計
乙
号
ハ
内
匠
寮
臨
時
予
備
材
使
用

　

ノ
見
込
ニ
テ
設
計
致
候
右
添
申
候
也

大
正
元
年
十
二
月
廿（
朱
書
）七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

内　

匠　

頭

　

宮
内
大
臣

　
　
（
中
間
別
紙
予
算
調
書
他
略
ス
）

　
　

正
倉
院
宝
庫
修
繕
工
事
報
告

宝
庫
修
繕
前
ノ
現
況

一
柱
傾
斜

一
敷
盤
木
端
受
仮
支
柱
設
ア
リ

一
校
木
組
ノ
不
陸
及
折
損

一
小
屋
組
桔
木
無
ク
軒
先
ノ
不
陸

一
隅
尾
垂
木
ノ
腐
朽
摧
折

一
家
根
野
地
ノ
腐
朽

一
同
瓦
葺
ノ
破
損

一
床
カ
下
敲
キ
土
ノ
破
損

一
周
囲
雨
落
溝
無
ク
排
水
不
完
全	

」

　

右
修
繕
ノ
概
要

一
柱
ト
礎
石
ト
ノ
真
々
ヲ
修
整
シ
其
仕
口
ヲ
整
ヒ
傾
斜
ヲ
正
シ

　

且
防
腐
用
鉛
板
敷
込
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前
記
ハ
修
繕
ノ
概
要
ニ
シ
テ
修
繕
後
ハ
外
観
復
旧
シ
蒼
然
タ
ル
古

　

色
ヲ
現
存
シ
テ
毫
モ
補
修
ノ
痕
跡
ヲ
留
メ
ズ
特
ニ
軒
先
ヲ
支
持
セ
ム
カ

　

為
曽
テ
一
時
的
修
補
ヲ
為
シ
タ
ル
屋
外
支
柱
ヲ
全
部
撤
却
シ
得
タ
ル
ハ

　

今
回
修
補
工
事
ノ
要
点
ナ
リ

工
事
ノ
経
過

三
月　

十
五
日　

工
事
予
算
決
裁

仝　

二
十
一
日　

正
倉
院
内
匠
寮
臨
時
出
張
所
開
始

仝　

二
十
二
日　

仮
庫
新
築
用
材
搬
入
其
他
準
備
工
事
着
手

仝　

二
十
八
日　

仮
庫
新
築
着
手　

五
月
二
十
七
日
竣
工

四
月　
　

四
日　

土
蔵
修
繕
着
手　

五
月
十
五
日　

竣
工	

」

仝　
　

十
一
日　

持
仏
堂
周
囲
羽
目
板
張
着
手　

四
月
二
十
六
日　

竣
工

五
月
二
十
二
日　

仮
庫
附
近
避
雷
針
建
設
着
手　

同　

二
十
六
日　

完
成

五
月　

十
四
日　

勅
使
宝
庫
開
扉
翌
十
五
日
ヨ
リ
宝
器
移
納

　
　
　
　
　
　
　

着
手
六
月
七
日
了
リ
翌
八
日
仮
庫
其
他
勅
封
」

六
月　

十
四
日　

宝
庫
ノ
引
渡
ヲ
受
ケ
直
チ
ニ
実
測
ニ
着
手
シ
且
猿
江
製

　
　
　
　
　
　
　

材
場
ニ
テ
補
修
用
製
材
着
手

仝　

二
十
七
日　

宝
庫
上
ハ
家
桟
橋
及
足
代
架
設
着
手
翌
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

完
成

七
月
二
十
一
日　

同
家
根
瓦
取
卸
着
手
同
月
二
十
八
日
了

八
月　
　

一
日　

同
小
屋
及
軸
組
分
解
着
手
同
廿
一
日
了

九
月　
　

十
日　

軸
組
々
建
着
手
翌
十
月
二
十
六
日
組
方
完
成

十
月
二
十
七
日　

家
根
土
居
葺
着
手
翌
十
一
月
八
日
完
成

十
一
月　

九
日　

棟
折
銅
板
張
着
手
同
月
十
六
日　

完
成	

」

十
一
月　

九
日　

瓦
葺
着
手
翌
十
二
月
十
五
日　
　

完
成

（
朱
書
）「

一
補
助
鉄
物
ヲ
作
成
使
用
シ
敷
盤
木
端
受
ノ
仮
支
柱
ヲ
撤
却
ス

一
校
木
組
替
ト
同
時
ニ
其
隅
々
ヘ
銅
板
ヲ
張
リ
雨
水
ノ
浸
蝕
ヲ

　

防
キ
単
ニ
校
木
組
ヲ
以
テ
小
屋
組
支
持
ノ
過
重
ヲ
補
ハ
ン
カ
為

　

其
内
側
ニ
土
台
ヲ
据
エ
之
ニ
支
柱
ヲ
建
テ
校
木
ト
引
独
枯マ
マ

ニ
テ
連
結

　

シ
全
然
校
木
組
ヲ
外
側
化
粧
側
ト
為
ス
校
木
桔
出
ニ
テ

　

軒
丸
桁
ヲ
受
ケ
タ
ル
個
所
内
空
ヘ
添
梁
ヲ
補
ヒ
入
レ
棒
鉄
ニ
テ

　

釣
リ
化
粧
ト
為
ス

一
小
屋
構
架
ハ
在
来
大
梁
上
ヘ
重
梁
ヲ
補
ヒ
合
掌
組
ヲ
為
シ

　

鉄
材
等
ヲ
以
テ
堅
固
ニ
組
建
棰
四
本
毎
ニ
力
棰
ヲ
補
足
シ

　

猶
ホ
適
宜
桔
木
ヲ
補
足
シ
軒
先
ノ
不
陸
ヲ
均
整
ナ
ラ
シ
ム

一
東
南
隅
尾
棰
角
木
ヲ
取
替
各
隅
ヘ
補
助
鉄
物
ヲ
用
ヒ

　

且
補
助
桔
木
ヲ
入
ル

一
家
根
化
粧
裏
板
新
材
補
足
シ
張
替
二
重
裏
板
ハ
鎧
形
ニ
張
立

　

従
来
土
居
葺
無
キ
為
雨
水
ニ
浸
蝕
セ
ル
ヲ
今
回
ノ
修
繕
ニ
於
テ
完

　

全
ニ
雨
漏
ヲ
防
ガ
ム
為
椹
厚
板
六
枚
重
ニ
葺
立
棟
折
銅
伸
板

　

張
立

一
家
根
瓦
ハ
古
瓦
各
時
代
ノ
修
繕
ニ
伴
ヒ
其
形
状
ヲ
変
エ
ル
事
無
ク

　

一
々
其
位
置
ニ
葺
立
欠
損
セ
ル
モ
ノ
ハ
奈
良
帝
室
博
物
館
所
蔵

　

創
立
当
時
ノ
古
瓦
原
型
ニ
基
キ
古
色
ニ
擬
ヒ
新
製
補
足
シ

　

主
ト
シ
テ
西
流
及
北
流
ノ
一
部
ニ
使
用
ス

一
在
来
敲
キ
土
堀マ
マ

起
シ
敲
キ
下
地
形
ヲ
完
全
ニ
搗
堅
メ
コ
ン
ク
リ
ー
ト

　

敲
キ
ト
為
シ
葛
城
川
小
砂
利
ヲ
以
テ
洗
ヒ
出
シ
人
造
石
敲
キ
土
打
柱

　

真
々
毎
ニ
目
地
筋
切
付

一
在
来
雨
落
溝
ノ
設
無
キ
ヲ
以
テ
雨
落
溝
ヲ
堀マ
マ

鑿
シ
縁
石
ハ
笠
置
川

　

ノ
自
然
石
ヲ
以
テ
積
立
完
全
ニ
排
水
ノ
装
置
ヲ
為
ス
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同　
　

十
四
日　

床
下
敲
キ
土
打
方
着
手
翌
十
二
月
廿
弐
日
完
成

同　
　

十
八
日　

周
囲
雨
落
溝
堀マ
マ

方
着
手
翌
十
二
月
廿
二
日
完
成

十
二
月
十
一
日　

検
分
ヲ
受
ケ
仮
引
渡
ヲ
為
ス

工
事
摘
要

一
本
工
事
予
算
総
額
金
六
万
七
千
六
百
弐
拾
円

一
同
工
事
日
数
起
工
ヨ
リ
竣
成
マ
テ
弐
百
七
拾
七
日

一
同
補
足
木
材
御
料
檜
丸
太
尺
締
七
百
五
拾
六
本
四
分

一
同
使
用
延
人
員
壱
万
四
千
九
百
参
拾
八
人

附
記

一
本
工
事
ニ
関
ス
ル
特
殊
ノ
準
備	

」

一
場
所
付
雇
員
ノ
内
壱
名
火
ノ
元
専
務
取
締
ト
シ
テ
警
察
官
ト

　

協
力
シ
テ
特
ニ
火
気
取
扱
ヲ
厳
ニ
ス

一
警
察
官
警
戒
ノ
外
ニ
夜
警
ヲ
置
キ
終
夜
工
作
場
外
ヲ
巡
回
セ
シ
ム

一
従
業
職
工
人
夫
ノ
身
元
調
ハ
勿
論
従
業
中
ノ
戒
飾
ヲ
厳
ニ
ス

一
古
材
ノ
散
佚
ヲ
防
カ
ム
為
ニ
工
作
ヨ
リ
生
セ
シ
断
寸
尺
片
ト
雖
日
々
材

　

料
納
家
ニ
収
納
セ
シ
ム

一
補
足
木
材
及
瓦
ノ
新
ニ
補
加
セ
シ
モ
ノ
ハ
毎
個
烙
印
ヲ
以
テ
明
識
セ
リ	

」

　

こ
の
文
書
に
記
載
さ
れ
た
修
理
の
内
容
は
、
現
在
概
ね
現
物
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

束
柱
の
傾
斜
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
も
若
干
出
て
き
て
は
い
る
が
、
修
理
を
施
す
ほ
ど
の

状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
防
腐
用
に
入
れ
た
と
す
る
鉛
板
は
、
束
柱
と
礎
石
の
間
の
各
所

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
正
修
理
で
撤
去
さ
れ
た
「
敷
盤
木
端
受
仮
支
柱
」
に
つ
い
て
は
、
大
梁
下
端
や
隅
木
下

端
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
風
蝕
差
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
痕
跡
を
確
認
で

き
た
。
こ
の
仮
支
柱
は
明
治
壬
申
調
査
の
写
真
に
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
痕
跡
も
風
蝕
差
程

度
で
圧
痕
と
言
う
ほ
ど
重
み
を
支
え
て
い
た
様
子
は
な
か
っ
た
。
明
治
期
の
写
真
で
確
認
し

て
も
、
一
部
に
や
や
大
き
な
軒
の
不
陸
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
に
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い

状
況
に
は
見
え
な
い
の
で
、
万
一
に
備
え
て
差
し
込
ん
だ
程
度
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

大
梁
筋
の
校
木
際
に
内
部
柱
を
補
足
し
、
校
木
に
架
か
る
力
を
そ
の
柱
へ
負
担
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
も
、
こ
の
大
正
修
理
で
あ
っ
た
。
校
木
は
こ
の
内
部
柱
に
引
独
鈷
で
繋
が
れ
た
と

図242　束柱足下詳細
柱下の鉛板、礎石のモルタル補修、土間洗い出しの詳細。
土間の洗い出しは、今回の工事で一部を補修した。
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図243　大正二年一月製図の正倉院宝庫平面図
　『工事録』に収載の大正修理前の青図。軒支柱が台輪の上から立っており、
大正修理前の写真と状況が異なる。「木子」の認印がある。宮内庁宮内公文
書館所蔵。

記
録
に
あ
る
の
は
、
大
正
修
理
の
写
真
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
状
を
見
る

限
り
校
木
全
数
を
引
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
部
柱
と
引

独
鈷
の
お
か
げ
で
校
木
全
体
の
一
体
性
が
確
保
さ
れ
、
現
状
で
も
あ
る
程
度
良
好
な
状
態
が

保
た
れ
て
い
た
。
逆
に
校
木
間
に
隙
間
が
で
き
て
お
り
、
一
階
で
は
雨
染
み
も
確
認
で
き
た

の
で
、
今
回
の
工
事
で
比
較
的
大
き
な
隙
間
に
は
詰
め
物
を
施
し
た
。

　

修
理
前
の
小
屋
組
は
す
べ
て
ク
イ
ー
ン
ポ
ス
ト
ト
ラ
ス
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
変
更
が

こ
の
大
正
修
理
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ト
ラ
ス
は
、
残
念
な
が
ら
完

全
な
形
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
今
回
の
修
理
で
金
物
を
取
り
替
え
あ
る
い
は
補
足
し
、
そ
の
効

果
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
調
整
し
た
。

　

力
垂
木
を
採
用
し
た
こ
と
、
桔
木
を
補
足
し
た
こ
と
も
こ
の
大
正
修
理
に
お
け
る
施
工
で

あ
る
。
桔
木
は
、
天
保
期
の
修
理
で
入
れ
ら
れ
て
い
た
位
置
を
修
正
し
、
大
梁
と
大
梁
の
中

央
に
配
す
と
共
に
、
隅
木
両
脇
に
は
そ
れ
ま
で
二
本
だ
っ
た
も
の
を
四
本
に
増
し
た
。

　

東
南
の
隅
木
を
取
り
替
え
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

　

屋
根
に
つ
い
て
は
、
野
地
を
二
重
に
し
、
二
重
目
の
野
地
を
鎧
葺
に
し
た
こ
と
や
土
居
葺

を
採
用
し
た
こ
と
、
隅
棟
や
大
棟
の
稜
線
上
を
銅
板
で
覆
っ
た
こ
と
も
大
正
修
理
の
施
工
内

容
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
「
今
回
の
修
繕
に
於
い
て
完
全
に
雨
漏
り
を
防
が
ん

た
め
」
に
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
意
思
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
意
思
は
現
実
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
大
正
修
理
か
ら
今
回
の
修
理
に
至
る
百
年
の

間
、
正
倉
内
へ
の
雨
漏
り
は
一
切
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

屋
根
瓦
は
、
古
瓦
を
用
い
て
葺
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
々
そ
の
位
置
に
葺

き
立
て
」
と
い
う
の
は
、
平
瓦
や
丸
瓦
が
大
正
修
理
前
の
位
置
の
ま
ま
と
は
思
え
な
い
の
で
、

ど
の
よ
う
な
状
況
を
示
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
大
正
修
理
時
の
写
真
や
現
状
に
お
い
て
、

西
面
や
北
面
に
大
正
修
理
時
の
瓦
が
ま
と
ま
っ
て
葺
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
も
大
正
二
年
の

修
理
の
前
後
で
瓦
位
置
が
変
わ
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
れ
は
、
同
じ
仕
様
で
葺

い
た
、
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
大
正
修
理
時
の
補
足
瓦
が
黒
色
を
呈

し
て
い
る
の
が
、「
古
色
に
擬
ひ
」
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
軒
瓦
の

文
様
が
「
創
立
当
時
の
古
瓦
原
型
に
基
き
」
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

興
味
深
い
。
し
か
し
、
軒
瓦
を
東
大
寺
式
と
興
福
寺
式
で
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
ま
だ
ま
だ
研

究
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
発
掘
品
も
多
く
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。

　

床
下
は
、
大
正
修
理
前
は
叩
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
大
正
修
理
で

現
在
見
る
洗
い
出
し
に
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
、
雨
落
溝
も
こ
の
と
き
作
ら
れ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
修
理
の
要
点
を
、

軒
支
柱
の
撤
去
に
置
い
て

い
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

　

な
お
、
工
事
の
経
過
も

記
さ
れ
て
い
る
が
、
驚
く

の
は
そ
の
工
期
の
短
い
こ

と
で
あ
る
。
工
事
予
算
の

決
裁
が
下
り
て
宝
物
の
仮

庫
な
ど
の
準
備
か
ら
数
え

て
も
一
〇
箇
月
、
正
倉
だ

け
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

六
月
に
足
場
を
立
て
、
十

二
月
に
引
き
渡
す
ま
で
わ

ず
か
に
七
箇
月
で
全
解
体

修
理
を
行
う
と
い
う
早
さ

は
、
今
か
ら
で
は
想
像
が

つ
か
な
い
。
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第
五
項　

大
正
十
年
の
修
理

　

こ
れ
ま
で
、
大
正
二
年
の
解
体
修
理
以
降
、
正
倉
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
修
理
を
行
っ
て

い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
今
回
の
修
理
に
お
い
て
解
体
さ
れ
た
瓦
の
多
く
か
ら
「
大

正
十
年
修
補
」
の
刻
印
や
篦
書
が
発
見
さ
れ
た
が
、
大
正
二
年
の
修
理
か
ら
わ
ず
か
八
年
で

の
瓦
の
修
理
は
不
自
然
に
思
わ
れ
た
た
め
、
改
め
て
宮
内
庁
に
残
る
記
録
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
経
緯
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
注
一
七
）。

　

こ
の
修
理
は
、
宮
内
省
の
技
師
が
正
倉
の
屋
根
を
検
し
、
破
損
瓦
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と

を
上
申
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
瓦
一
〇
七
個
が
破
損
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
小
破
に
お

い
て
は
数
百
枚
に
も
及
び
、
こ
れ
を
慢
然
と
見
過
ご
せ
ば
雨
漏
り
を
生
じ
、
中
の
宝
物
を
害

す
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
瓦
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
悪
し
と
し
て
す
べ
て
新

瓦
に
て
葺
き
替
え
る
べ
き
、
と
し
て
い
る
。
大
正
二
年
の
解
体
修
理
か
ら
わ
ず
か
六
年
後
の

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
内
匠
寮
の
技
手
安
田
孝
雄
が
現
地
へ
赴
き
、
実
見
の
上
で
意
見
を
具
申

し
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
今
の
文
化
財
建
造
物
の
修
理
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

そ
の
内
容
は
、
瓦
の
傷
み
は
一
〇
七
個
と
い
う
が
、
よ
く
見
れ
ば
北
面
に
集
中
し
た
も
の
で
、

さ
ら
に
大
正
二
年
の
補
足
瓦
に
も
及
ん
で
お
り
、
瓦
の
新
旧
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
当

た
り
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
判
じ
て
い
る
。
ま
た
、
小
破
は
経
年
に
よ
る
も
の
で
特

に
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
外
観
を
注
意
深
く
見
て
い
れ
ば
、

傷
ん
だ
と
こ
ろ
は
分
か
る
の
で
、
そ
の
際
に
差
し
替
え
れ
ば
完
全
に
保
全
で
き
る
、
と
い
っ

て
い
る
。
ま
た
、
古
瓦
を
生
か
し
て
修
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
正
倉
の
価
値
と
評
価
し
、
土

居
葺
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、
今
回
は
破
損
瓦
の
差
し
替
え
で
十
分
で
あ
る
、
と
結
論

づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
意
見
に
よ
り
、
全
面
葺
替
は
免
れ
た
が
、
と
は
い
え
、
部
分
的
な
修
理
は
実
施
せ
ざ

る
を
得
ず
、
大
正
十
年
製
の
瓦
が
葺
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
正
期
の
瓦
の
う
ち
大
正
十
年
の
瓦
は
、
平
瓦
で
八
、
七
二
六
枚
中
一
、
一
八
四
枚
（
一

三
・
五
七
％
）
で
あ
っ
た
。
各
面
で
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

西
側　

一
、
〇
七
五
枚
／
八
、
四
七
六
枚
（
一
二
・
六
八
％
）

　
　

東
側　

七
三
枚
／
一
八
八
枚
（
三
八
・
八
三
％
）

　
　

南
側　

〇
枚
／
〇
枚
（
〇
％
）

　
　

北
側　

三
六
枚
／
六
二
枚
（
五
八
・
〇
六
％
）

　

ち
な
み
に
、
丸
瓦
は
大
正
期
全
部
で
二
、
六
九
八
枚
の
中
、
三
五
六
枚
が
大
正
十
年
製
で

あ
っ
た
。

　

大
棟
の
台
熨
斗
瓦
が
一
五
一
枚
中
一
五
一
枚
す
べ
て
大
正
十
年
の
瓦
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

大
正
十
年
に
は
大
棟
を
す
べ
て
一
旦
解
体
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
割
熨
斗
瓦
は
大

正
期
全
体
で
一
、
六
六
七
枚
中
四
七
一
枚
（
二
八
・
二
五
％
）、
雁
振
瓦
は
同
様
に
六
九
本

中
四
九
本
（
七
一
・
〇
一
％
）
を
取
り
替
え
、
北
側
か
ら
使
っ
て
い
た
。
大
棟
に
お
い
て
は

北
側
の
鳥
衾
瓦
ま
で
取
り
替
え
て
い
た
。

　

隅
棟
の
雁
振
瓦
は
全
数
一
四
二
本
中
一
三
〇
本
（
九
一
・
五
五
％
）
と
ほ
と
ん
ど
を
大
正

十
年
の
瓦
に
取
り
替
え
ら
れ
て
お
り
、
残
り
の
一
八
本
は
昭
和
三
十
五
年
製
で
あ
っ
た
。

　

葺
土
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
黄
色
く
し
っ
か
り
し
て
い
た
土
の
他
に
白
っ
ぽ
く
ぱ
さ
ぱ
さ

し
た
土
が
部
分
的
に
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
て
お
り
、
こ
の
白
い
土
が
大
正
十
年

の
差
し
替
え
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
西
面
に
つ
い
て
は
こ
の

白
い
葺
土
が
中
央
北
寄
り
の
一
角
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
大
正
十
年
製
の
瓦
も
こ
こ
に
葺
か

れ
て
い
た
。
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第
六
項　

瓦
葺
か
ら
見
た
正
倉
の
修
理
経
過
の
考
察

　

今
回
の
修
理
に
お
い
て
、
修
理
前
の
正
倉
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
成
期
ま
で
各
時
代
の

瓦
が
葺
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
瓦
を
調
査
し
て
い
く
う
ち
に
、
こ
れ

ま
で
の
考
え
方
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
内
容
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
瓦
葺
か
ら
正
倉
の
修
理
経
過
を
考
察
し
て
み
る
。

一
　
奈
良
時
代
の
瓦
葺
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
奈
良
時
代
の
瓦
に
つ
い
て
、
軒
瓦
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
平
瓦
が
七
三
九
枚
、

丸
瓦
が
一
〇
一
本
葺
か
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
平
瓦
に
つ
い
て
は
、
桶
巻
き
作
り
と
一
枚
作

り
の
瓦
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
、
桶
巻
き
作
り
が
七
三
％
、
一
枚
作
り
が
二
七
％
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。
正
倉
の
創
建
が
天
平
勝
宝
八
歳
頃
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
（
注
一
八
）

で
は
平
瓦
の
製
造
方
法
は
、
桶
巻
き
作
り
か
ら
一
枚
作
り
に
変
わ
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
正
倉
で
も
桶
巻
き
作
り
よ
り
一
枚
作
り
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
た
。
実
際
、
近
年
修
理
さ
れ
た
唐
招
提
寺
金
堂
は
、
奈
良
時
代
後
期
の
建
立
で
あ
り
、

こ
れ
に
葺
か
れ
て
い
た
古
代
の
平
瓦
の
う
ち
、
一
枚
作
り
の
瓦
三
、
四
五
二
枚
に
対
し
て
、

桶
巻
き
作
り
の
瓦
は
六
〇
枚
と
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
金
堂
創
建
当
時
は
一
枚
作
り
の
瓦

が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
桶
巻
き
作
り
の
瓦
は
、
何
か
の
修
理
で
混
ざ
っ
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
（
注
一
九
）。
し
か
し
、
正
倉
の
そ
れ
は
そ
う
単
純
な

も
の
で
は
な
い
。
可
能
性
を
考
え
る
と
、
正
倉
の
創
建
年
代
を
も
う
少
し
古
く
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
創
建
時
期
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
創
建
当
初
に
古
瓦
が
転
用
さ
れ

た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
東
大
寺
建
立
に
は
膨
大
な
瓦
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は

記
録
か
ら
も
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
桶
巻
き
作
り
の
工
房
が
ま
だ
存
在
し
、
そ
こ
か

ら
提
供
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
創
建
当
時
は
一
枚
作
り
の
方
が
多
か
っ

た
が
、
桶
巻
き
作
り
の
瓦
の
方
が
状
態
が
良
く
、
修
理
を
重
ね
る
毎
に
残
さ
れ
る
一
枚
作
り

の
瓦
が
減
っ
て
い
き
、
現
状
の
よ
う
に
残
存
数
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
実
際
に
、
今
回
の
修
理
で
、
再
用
・
不
再
用
を
選
別
し
た
と
こ
ろ
、
桶
巻
き
作
り
の
方

が
残
り
が
良
く
、
一
枚
作
り
の
方
が
不
再
用
の
率
が
高
か
っ
た
（
再
用
分
の
割
合
は
桶
巻

き
：
一
枚
作
り
＝
四
：
一
）、
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
た
だ
、
軒
平
瓦
が
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
な
ど
こ
の
状
況
を
決
定
付
け
る
資
料
や
デ
ー
タ
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ろ
い

ろ
と
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
が
、
現
況
か
ら
結
論
に
至
る
決
め
手
が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
記
録
に
留
め
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
正
倉
院
正

倉
整
備
懇
談
会
の
会
員
で
あ
る
京
都
大
学
大
学
院
の
上
原
真
人
教
授
か
ら
見
解
を
頂
い
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
（
本
節
第
七
項
）。

二
　
中
世
の
瓦
葺
に
つ
い
て

　

中
世
に
は
、
現
在
確
認
で
き
る
史
料
か
ら
は
五
回
ほ
ど
の
修
理
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
（
注
二
〇
）。
特
に
、
落
雷
に
見
舞
わ
れ
た
建
長
六
年
の
修
理
で
は
、
束
柱
を
六
本
と
北
倉
・

中
倉
の
扉
が
取
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
風
蝕
の
差
に
よ
り
北
倉
の
束
柱

の
う
ち
お
も
に
側
通
り
の
束
柱
が
取
り
替
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
末
か
ら
桃
山
時
代
に
か
け
て
は
、
開
封
の
記
録
は
あ
る
も
の
の
修
理
の
記
録
は

伴
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
正
倉
に
は
、
室
町
時
代
と
判
断
で
き
る
瓦
も
数
パ
ー
セ
ン
ト
で

は
あ
る
が
葺
か
れ
て
い
た
。
現
状
の
枚
数
に
し
て
数
百
枚
で
あ
り
、
そ
の
造
り
も
多
岐
に
亘

る
こ
と
か
ら
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
屋
根
の
小
修
理
が
何
回
か
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。

三
　
慶
長
期
の
瓦
葺
に
つ
い
て

　

慶
長
八
年
の
修
理
は
、
鬼
瓦
や
鳥
衾
瓦
に
残
さ
れ
た
篦
書
か
ら
、
そ
の
瓦
師
や
瓦
土
を
作

っ
た
職
人
ま
で
が
わ
か
る
。
ま
た
、
鬼
瓦
や
鳥
衾
瓦
の
多
く
が
慶
長
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
屋
根
の
形
式
が
現
在
の
よ
う
な
稚
児
棟
を
伴
う
形
式
に
な
っ
た
の
が
慶
長
期
で
あ
る

こ
と
も
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
は
、
奈
良
時
代
の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
推
測

で
き
る
。
そ
し
て
、
大
正
期
に
至
る
ま
で
は
、
棟
の
熨
斗
瓦
も
奈
良
時
代
の
も
の
が
残
っ
て

お
り
、
お
そ
ら
く
大
正
十
年
の
修
理
に
至
っ
て
す
べ
て
破
棄
さ
れ
、
わ
ず
か
に
棟
の
葺
土
に
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慶長

慶長

慶長 慶長

大正二 大正十

天保

明治明治

篦書

刻印

刻印

刻印 刻印

刻印

慶長

大正期拓本卅七

大正期拓本卅八

と酷似する篦書

と酷似する篦書

混
ぜ
て
現
在
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

瓦
葺
そ
の
も
の
の
仕
様
は
、
修
理
前
こ
そ
銅
製
の
瓦
釘
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
鉄
製
の
瓦

釘
も
一
本
だ
け
残
さ
れ
て
お
り
、
軒
丸
瓦
と
丸
瓦
の
五
本
に
一
本
を
瓦
釘
で
止
め
る
と
い
う

仕
様
が
あ
る
程
度
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

慶
長
期
の
篦
書
を
持
つ
鬼
瓦
の
う
ち
、
西
南
の
二
の
鬼
瓦
は
他
の
三
箇
所
の
二
の
鬼
瓦
と

比
べ
て
三
割
ほ
ど
大
き
い
。
ま
た
、
こ
れ
と
セ
ッ
ト
に
な
る
一
の
鬼
瓦
も
大
き
く
、
こ
の
棟

だ
け
ほ
か
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
西
南
二
の
鳥
衾
瓦
に
も
慶
長
期
の
篦
書
が
あ
る
こ
と
か
ら

こ
の
鬼
瓦
が
慶
長
期
に
製
作
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
は
思
う
が
、

そ
の
大
き
さ
の
違
い
と
一
の
鬼
瓦
が
そ
れ
以
降
に
取
り
替
え
ら
れ
た
鬼
瓦
で
は
な
い
か
と
い

う
観
点
か
ら
す
る
と
、
も
し
か
す
る
と
こ
の
二
の
鬼
瓦
も
そ
の
と
き
に
ど
こ
か
ら
か
転
用
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
の
鬼
瓦
の
珠
文
は
後

世
に
接
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
注
二
一
）、
一
の
鬼
瓦
と
セ
ッ
ト
で
使
う
際
に
揃
え
ら
れ
た
可

能
性
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
二
の
鬼
瓦
に
あ
る
篦
書
に
よ
る
と
、
そ
の
製
作
者
は
飾

東
郡
（
現
在
の
姫
路
）
の
瓦
師
で
あ
り
、
ほ
か
の
慶
長
八
年
の
瓦
が
奈
良
近
辺
で
製
作
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
る
。

四
　
鳥
衾
瓦
の
移
動
の
可
能
性
と
そ
の
時
期

　

今
回
の
調
査
で
、
現
状
の
鳥
衾
瓦
の
位
置
が
元
の
位
置
か
ら
移
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
東
南
二
の
鳥
衾
瓦
及
び
西
北
二
の
鳥
衾
瓦
は
、
瓦
当
の
下
の
鬼
瓦

図244　軒丸瓦の瓦釘
上が大正期の銅製、下
がそれ以前の鉄製。

に
載
る
部
分
の
欠
き
込
み
の
形
状
が
、
そ

れ
ぞ
れ
西
北
一
の
鬼
瓦
及
び
西
北
二
の
鬼

瓦
の
頭
頂
部
分
と
非
常
に
良
く
馴
染
む
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
修
理
前
に
載
っ
て
い
た

一
〇
個
の
鳥
衾
瓦
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
鳥

衾
瓦
だ
け
篦
書
や
刻
印
が
な
い
が
、
瓦
当

文
様
が
慶
長
期
と
考
え
て
い
る
軒
丸
瓦
と

合
う
こ
と
か
ら
、
慶
長
期
の
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
鬼
瓦
に
は
共
に
西
の
京

の
宗
右
衛
門
の
篦
書
が
あ
る
。

　

ま
た
、
東
北
二
の
鳥
衾
瓦
を
観
察
す
る

と
、
瓦
当
下
の
鬼
瓦
頭
頂
部
に
載
る
部
分

の
中
心
に
突
起
が
あ
り
、
そ
の
両
側
が
や

や
円
弧
状
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
こ
の
形
状
か
ら
、
も
と
は
こ
こ
に
雁

振
瓦
が
当
た
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
、
こ
の
鳥
衾
瓦
が
大
棟
用
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
こ
の
鳥
衾
瓦

上
端
に
は
篦
書
が
あ
る
が
、
肝
心
の
年
号

が
消
え
て
い
る
。
瓦
当
文
様
か
ら
は
慶
長

八
年
製
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
の

『
正
倉
院
宝
庫
屋
根
瓦
拓
本
』
に
は
、
現

在
確
認
で
き
な
い
鳥
衾
瓦
の
篦
書
が
二
枚

残
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
枚
は
、
西
南

図245　鳥衾瓦の位置の変更
修理前の状態から元々の
場所へ戻した場合の位置
を示す。大棟は、南北ど
ちらかまではわからない
ので両端を指した。
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一
の
鳥
衾
瓦
と
同
じ
職
人
名
が
あ
り
、
も
う
一
枚
に
は
、
西
南
二
の
鳥
衾
瓦
と
同
じ
職
人
名

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
じ
瓦
銘
を
も
つ
各
々
が
組
を
成
し
て
い
た
可
能
性

も
十
分
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
移
動
が
あ
っ
た
修
理
を
考
え
て
み
る
。
修
理
前
に
載
っ
て
い
た
大
正
修
理
で
取

り
替
え
た
鳥
衾
瓦
は
大
棟
両
端
の
二
個
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
考
え
る
と
前
述
の
大
棟
と
推
定

で
き
る
鳥
衾
瓦
は
す
で
に
大
正
修
理
前
に
は
、
そ
の
位
置
を
変
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
大
正
期
に
二
箇
所
だ
け
鳥
衾
瓦
を
取
り
替
え
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
今
回
の
よ
う
に
原
位
置
を
重
視
し
た
取
り
替
え
で
は
な
く
、
大
棟
を
良
く
見
せ
る

た
め
鳥
衾
瓦
の
位
置
を
変
更
し
て
新
た
な
大
棟
用
の
鳥
衾
瓦
を
製
作
し
た
可
能
性
も
否
定
は

で
き
な
い
。
明
治
二
十
二
年
の
鳥
衾
瓦
も
二
個
現
存
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
も
よ
く
見
え
る

一
の
鳥
衾
瓦
を
製
作
し
、
位
置
を
変
更
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
天
保
六
年
も
同
様
で
あ
る
。

慶
長
期
の
鳥
衾
瓦
が
、
す
べ
て
二
の
鳥
衾
瓦
と
し
て
残
っ
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
と

思
わ
れ
、
鳥
衾
瓦
の
移
動
は
、
天
保
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

五
　
東
北
一
の
鬼
瓦
に
つ
い
て

　

東
北
一
の
鬼
瓦
は
、
修
理
前
に
八
個
あ
っ
た
鬼
瓦
の
う
ち
最
も
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

製
作
年
代
に
つ
い
て
篦
書
は
な
く
、
作
り
か
ら
は
慶
長
期
を
遡
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
た
が

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
慶
長
期
に
は
正
倉
に
用
い
ら
れ
た
鬼
瓦
で

あ
る
。

　

現
在
こ
の
鬼
瓦
に
は
、
下
端
に
隅
丸
瓦
と
そ
の
両
脇
の
軒
丸
瓦
を
跨
ぐ
よ
う
三
箇
所
の
繰

り
が
あ
り
、
ま
さ
に
一
の
鬼
瓦
と
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
鬼
面
脇
の

珠
文
下
が
こ
の
繰
り
に
よ
り
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
辺
り
を
よ
く
観
察
し
て
み
る

と
、
繰
り
の
罫
引
痕
跡
の
ほ
か
、
両
端
の
繰
り
の
内
側
に
繰
り
と
は
異
な
る
勾
配
の
面
が
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
前
述
の
珠
文
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
鬼
瓦
は
、
も
と
は
二
の

鬼
瓦
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
二
の
鬼
瓦
と
し
て
の
形
状
が
で
き
あ
が
っ
た
後
で
、

生
型
の
う
ち
に
現
在
の
よ
う
な
一
の
鬼
瓦
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
口

の
形
も
、
ほ
か
の
三
箇
所
で
は
一
の
鬼
瓦
が
阿
形
で
二
の
鬼
瓦
が
吽
形
な
の
に
対
し
て
、
こ

こ
は
一
の
鬼
瓦
が
吽
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
二
の
鬼
瓦
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ほ
か
の
箇
所
と
同
じ
状
況
に
な
る
。

　

今
回
の
修
理
に
お
い
て
、
こ
の
棟
の
二
の
鬼
瓦
を
取
り
替
え
た
の
で
、
そ
の
鬼
瓦
の
形
状

は
、
こ
の
一
の
鬼
瓦
が
二
の
鬼
瓦
で
あ
っ
た
時
の
形
状
を
復
し
て
製
作
し
た
。

図246　東北一の鬼瓦に残る痕跡
珠文が途中で切れ、左側一番
下の珠文を切るように罫引線
がある。また、中央の股繰り
の両脇には勾配の違う面があ
り、これがもともと二の鬼瓦
であった足の付け根に当たる
ことがわかった。右に復原し
た鬼瓦を示す。
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第
七
項　

正
倉
院
正
倉
屋
根
に
残
さ
れ
た
奈
良
時
代
の
平
瓦
に
つ
い
て

正
倉
院
正
倉
整
備
に
関
す
る
懇
談
会
会
員
・
京
都
大
学
大
学
院
教
授　

上
原
真
人

一
　
大
正
修
理
時
の
新
調
軒
瓦
と
平
成
修
理
時
の
新
調
軒
瓦

　

平
成
の
正
倉
整
備
に
際
し
、
新
規
補
充
す
る
軒
瓦
の
文
様
が
問
題
に
な
っ
た
。
宮
内
庁
正

倉
院
事
務
所
蔵
『
正
倉
院
宝
庫
屋
根
瓦
拓
本
』
に
よ
る
と
、
大
正
二
年
の
「
新
調
巴
瓦
及
平

瓦
瓦
当
及
背
文
三
種
自
四
十
四　

至
四
十
六
」
は
東
大
寺
式
軒
丸
瓦
と
興
福
寺
式
軒
平
瓦
、

平
城
京
の
瓦
型
式
番
号
で
い
う
と
六
二
三
五
系
と
六
六
七
一
系
を
模
倣
し
た
文
様
で
「
正
倉

院
／
大
正
弐
年
補
／
京
都
瓦
師　

西
村
彦
右
衛
門
」
の
刻
印
が
あ
っ
た
。
事
実
、
大
正
期
の

屋
根
葺
き
替
え
時
に
新
調
し
た
瓦
は
、
両
型
式
の
軒
瓦
が
す
べ
て
を
占
め
て
い
た
。

　

大
正
修
理
時
に
両
型
式
の
軒
瓦
を
採
用
し
た
理
由
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
創
建
時
に
近

い
姿
を
追
求
す
る
方
針
で
修
理
を
進
め
た
な
ら
、
何
か
根
拠
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。『
正
倉
院

宝
庫
屋
根
瓦
拓
本
』
は
、
中
近
世
の
「
巴
瓦
瓦
当
文
」
一
八
種
と
「
平
瓦
瓦
当
及
背
文
」
一

七
種
も
収
録
す
る
が
、
古
代
の
軒
瓦
を
含
ま
な
い
。
と
す
れ
ば
、
正
倉
付
近
で
採
集
・
出
土

し
た
古
瓦
に
、
両
型
式
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
の
平
城
還
都
後
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
東
大
寺
式
軒
丸
瓦
と
、

和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
の
平
城
遷
都
後
ま
も
な
く
製
作
を
開
始
し
た
興
福
寺
式
軒
平
瓦
と
の

組
み
合
せ
は
奇
異
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
跡
東
大
寺
旧
境
内
に
お
け
る
興
福
寺
式
六
三
〇
一

－
六
六
七
一
の
出
土
は
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
出
土
状
況
を
み
る
と
、
二

つ
の
異
な
る
歴
史
的
背
景
が
想
定
で
き
る
。

　

一
つ
は
、
東
大
寺
創
建
以
前
に
、
旧
境
内
東
側
を
南
北
に
延
び
る
山
地
で
造
営
さ
れ
た
寺

院
・
山
房
に
お
い
て
使
用
し
た
興
福
寺
式
軒
瓦
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
製
作
・
供
給
年

代
共
に
天
平
十
七
年
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
、
丸
山
西
遺
跡
に
お
い
て

は
、
興
福
寺
創
建
軒
丸
瓦
六
三
〇
一
Ａ
と
、
興
福
寺
で
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
平
城
宮
・

京
で
主
体
的
に
使
用
し
た
興
福
寺
式
軒
平
瓦
六
六
七
一
Ｂ
の
組
み
合
わ
せ
が
推
定
で
き
、
転

用
や
再
用
で
は
な
く
、
独
自
の
生
産
・
供
給
体
制
の
も
と
で
、
東
大
寺
先
行
寺
院
が
興
福
寺

式
軒
瓦
を
使
用
し
た
事
実
が
明
確
と
な
っ
た
［
菱
田
二
〇
〇
〇
、
吉
川
二
〇
〇
〇
］（
注
二
二
）。

　

も
う
一
つ
は
、
東
大
寺
造
営
工
事
の
遅
滞
に
際
し
、
東
大
寺
式
軒
瓦
の
不
足
を
補
い
、
周

辺
施
設
を
充
実
す
る
た
め
補
助
的
に
搬
入
し
た
瓦
に
含
ま
れ
て
い
た
興
福
寺
式
軒
瓦
で
あ
る
。

前
者
に
は
史
料
的
裏
づ
け
も
あ
る
。
天
平
勝
宝
八
歳
八
月
十
四
日
、
造
東
大
寺
司
は
興
福
寺

三
綱
務
所
に
三
万
枚
の
瓦
製
作
を
依
頼
す
る
［『
大
日
本
古
文
書
』
四
－
一
八
〇
頁
］。
そ
の

な
か
に
鐙
瓦
（
軒
丸
瓦
）・
宇
瓦
（
軒
平
瓦
）
各
三
〇
〇
枚
が
含
ま
れ
る
。
翌
年
五
月
三
日

の
聖
武
天
皇
一
周
忌
ま
で
に
、
大
仏
殿
歩
廊
の
完
成
を
め
ざ
し
た
工
事
の
一
環
で
あ
る
［
福

山
一
九
三
八
］。

　

一
〇
年
に
お
よ
ぶ
東
大
寺
防
災
施
設
工
事
に
伴
う
発
掘
は
、
東
大
寺
旧
境
内
に
満
遍
な
く

試
掘
坑
を
設
け
た
に
等
し
く
、
多
く
の
成
果
を
挙
げ
た
［
平
松
編
二
〇
〇
一
］。
特
に
瓦
の

出
土
傾
向
は
、
今
後
、
東
大
寺
伽
藍
の
成
立
や
再
建
・
維
持
管
理
の
具
体
像
を
検
討
す
る
基

礎
資
料
で
あ
る
。
興
福
寺
式
軒
瓦
六
三
〇
一
Ａ
・
Ｉ
－
六
六
七
一
Ｊ
は
大
仏
殿
回
廊
周
辺
で

ま
と
ま
っ
て
お
り
、
同
様
の
分
布
を
示
す
大
安
寺
式
軒
瓦
六
一
三
八
Ｃ
－
六
七
一
二
Ａ
と
共

に
、
大
仏
殿
歩
廊
完
成
の
た
め
「
興
福
寺
・
大
安
寺
瓦
窯
の
製
品
を
急
遽
投
入
し
た
も
の
」

と
評
価
さ
れ
た
［
平
松
二
〇
〇
一
］。

　

正
倉
院
近
辺
で
も
東
大
寺
式
軒
瓦
に
混
じ
っ
て
、
興
福
寺
式
軒
瓦
六
三
〇
一
Ｂ
や
六
六
七

一
Ｊ
が
少
量
出
土
し
て
い
た
［
平
松
一
九
九
七
・
二
〇
〇
一
］。
し
か
し
、
正
倉
院
中
倉
は

天
平
宝
字
五
年
に
確
実
に
存
在
し
［「
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
」］、
光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
遺

愛
の
品
を
献
納
し
た
天
平
勝
宝
八
歳
以
前
に
は
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
樹
皮
ま

で
残
る
決
定
資
料
は
な
か
っ
た
が
、
所
用
建
築
部
材
の
年
輪
年
代
測
定
結
果
も
、
八
世
紀
中

頃
と
い
う
年
代
観
に
大
き
く
齟
齬
し
な
い
［
光
谷
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
八
］。
と
す
れ
ば
、

平
成
の
正
倉
整
備
に
際
し
て
新
調
す
る
軒
瓦
の
瓦
当
文
様
は
、
東
大
寺
式
軒
瓦
六
二
三
五
－

六
七
三
二
の
な
か
か
ら
候
補
を
絞
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

　

細
か
な
論
拠
は
省
略
す
る
が
、
結
論
と
し
て
、
①
確
実
な
東
大
寺
所
用
瓦
で
、
正
倉
の
創
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建
に
近
い
年
代
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
②
正
倉
院
付
近
で
使
用
し
た
と
判
断
で
き
る
こ
と
、

と
い
う
二
つ
の
条
件
を
ク
リ
ア
ー
す
る
軒
丸
瓦
六
二
三
五
Ｇ
、
軒
平
瓦
六
七
三
二
Ｆ
を
選
択

し
た
。
し
か
し
、
正
倉
に
葺
か
れ
て
い
た
瓦
を
降
ろ
し
精
査
し
た
結
果
、
奈
良
時
代
の
平
瓦

が
七
三
九
枚
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
七
割
以
上
が
桶
巻
き
作
り
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
は
驚

か
さ
れ
た
。
東
大
寺
式
軒
瓦
に
伴
う
平
瓦
は
、
原
則
と
し
て
一
枚
作
り
の
は
ず
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。

二
　
桶
巻
き
作
り
平
瓦
が
主
体
を
な
す
理
由
づ
け
と
問
題
解
決
の
鍵

　

六
世
紀
後
葉
に
百
済
か
ら
伝
わ
っ
た
日
本
古
代
の
造
瓦
技
術
の
変
遷
に
お
い
て
、
七
世
紀

ま
で
一
般
的
だ
っ
た
桶
巻
き
作
り
平
瓦
が
、
八
世
紀
に
一
枚
作
り
平
瓦
に
移
行
し
た
事
実
は
、

浦
林
亮
次
が
明
ら
か
に
し
た
［
浦
林
一
九
六
〇
］。
論
拠
は
、
法
隆
寺
西
院
伽
藍
創
建
瓦

（
七
世
紀
後
半
）
と
東
院
伽
藍
所
用
瓦
（
八
世
紀
中
葉
以
降
）
と
の
比
較
で
あ
る
。
細
部
の

特
色
か
ら
、
後
者
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
桶
巻
き
作
り
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
、

『
延
喜
木
工
寮
式
』
の
造
瓦
規
定
に
み
る
布
の
長
さ
か
ら
も
、
八
世
紀
以
降
に
一
枚
作
り
が

一
般
化
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
考
古
学
的
調
査
・
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
藤
原
京
は
桶
巻
き
作
り
、
長
岡
・
平

安
京
は
一
〇
世
紀
以
降
に
北
部
九
州
な
ど
か
ら
搬
入
さ
れ
た
一
部
の
平
瓦
を
除
け
ば
一
枚
作

り
で
、
平
城
京
時
代
に
桶
巻
き
作
り
か
ら
一
枚
作
り
に
移
行
し
た
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
移
行
過
程
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。

　

興
福
寺
式
軒
瓦
を
お
も
に
生
産
し
た
京
都
府
梅
谷
瓦
窯
で
は
、
最
初
（
平
城
宮
瓦
編
年
Ⅰ

期
初
頭
）
に
操
業
し
た
四
号
窯
に
一
枚
作
り
平
瓦
が
集
中
し
、
試
行
的
に
一
枚
作
り
を
採
用

し
た
が
、
以
後
は
桶
巻
き
作
り
に
回
帰
し
た
と
い
う
［
奥
村
二
〇
〇
九
ａ
］。
一
方
、
平
城

宮
瓦
編
年
第
Ⅰ
－
2
期
～
第
Ⅱ
－
2
期
に
操
業
し
、
平
城
宮
・
京
に
製
品
を
供
給
し
た
瀬
後

谷
瓦
窯
は
、
お
も
に
桶
巻
き
作
り
平
瓦
を
生
産
し
た
が
、
他
窯
か
ら
参
画
し
た
瓦
工
人
が
一

部
の
一
枚
作
り
平
瓦
を
生
産
し
た
と
い
う
［
奥
村
二
〇
〇
九
ｂ
］。
つ
ま
り
、
桶
巻
き
作
り

か
ら
一
枚
作
り
へ
の
移
行
過
程
は
、
奈
良
山
丘
陵
で
操
業
し
た
瓦
窯
の
な
か
で
も
、
か
な
り

差
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
天
平
十
二
年
～
十
五
年
（
七
四
〇
～
七
四
三
）
に
造
営
さ
れ
た
恭
仁
宮
大
極
殿
に

は
、
工
人
名
を
刻
印
し
た
一
枚
作
り
平
瓦
と
共
に
、
桶
巻
き
作
り
平
瓦
も
葺
か
れ
た
。
前
者

は
大
極
殿
所
用
平
瓦
の
三
八
％
、
後
者
は
三
二
％
を
占
め
、
共
伴
し
た
軒
瓦
か
ら
、
い
ず
れ

も
大
極
殿
造
営
時
に
新
調
し
た
平
瓦
と
判
断
で
き
る
［
上
原
一
九
八
四
］。
消
費
遺
跡
に
お

い
て
一
枚
作
り
が
主
流
と
な
っ
て
も
、
桶
巻
き
作
り
平
瓦
が
そ
の
不
足
を
補
う
事
態
が
継
続

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

正
倉
屋
根
に
残
さ
れ
た
奈
良
時
代
平
瓦
七
三
九
枚
の
約
七
割
を
桶
巻
き
作
り
が
占
め
る
事

実
に
関
し
、
文
建
協
の
担
当
者
は
、
そ
の
創
建
が
桶
巻
き
作
り
平
瓦
の
隆
盛
期
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
可
能
性
、
大
量
の
瓦
需
要
に
応
じ
、
ま
だ
操
業
し
て
い
た
桶
巻
き
作
り
工
房
が
不
足
分

を
補
っ
た
可
能
性
、
既
存
建
物
か
ら
転
用
し
た
可
能
性
な
ど
を
指
摘
し
た
。
い
ず
れ
も
想
定

可
能
な
理
由
づ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
今
回
の
修
理
に
お
け
る
奈
良
時
代
平
瓦
の
不
再
用
率
が
一
枚
作
り
の
ほ
う
が
高

か
っ
た
事
実
か
ら
、
本
来
、
一
枚
作
り
が
多
か
っ
た
が
、
過
去
に
再
用
・
不
再
用
を
く
り
替

え
し
た
結
果
、
残
存
状
況
が
逆
転
し
た
可
能
性
も
合
わ
せ
て
指
摘
し
、
現
況
か
ら
結
論
で
き

る
決
め
手
は
な
い
と
し
た
。
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
正
倉
屋
根
に
残
さ
れ
た
桶
巻
き
作
り
平
瓦
の
年
代
は
、
生
産
遺
跡
が
特
定
で
き

れ
ば
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
近
世
の
葺
き
替
え
時
に
形
成
さ
れ
た
瓦
溜
が
見
つ
か

れ
ば
、
過
去
の
再
用
・
不
再
用
の
実
体
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
。
問
題
解
決
の
鍵
は
、
今
後

の
考
古
学
的
な
調
査
・
研
究
に
委
ね
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
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注
一　
〔
東
大
寺
正
倉
院
御
開
封
記
録
〕　

○
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫　

谷
森
本

　
　
　
「
東
大
寺
正
倉
院
御
開
封
記
録
」

　
　
　

正
倉
院
年
来
及
二
破
損
一
、
且
寛
文
六
年
以
後
御
開
封
無
レ
之
、
依
レ
是
自
二　

別
当
一
予
達
二

　
　
　

奏
聞
一
、
被
レ
訴
二　

関
東
一
、
至
二
元
禄
六
年
一
御
修
復
并
御
宝
物　

御
改
之
義
被
二　

仰
出
一
、

同
年
五
月

　
　
　

勅
使　

別
当
為
二
御
開
封
一
御
下
向
、
検
使
南
都
奉
行
勤
レ
之
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

正
倉
院
御
修
復
之
間
、
任
二
旧
例
一
御
宝
物
悉
納
二
油
倉
一
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
元
禄
六
年

　
　
　

同
年
七
月
中
旬
正
倉
院
御
修
復
成
就
、
依
レ
之
為
二
御
閉
封
一
、
八
月
六
日

　
　
　

勅
使　

別
当
御
下
向
、
同
七
日
御
閉
封
之
儀
式
被
レ
行
、

　
　
　
（
後
略
）

　
　
　
〔
元
禄
六
年
御
開
封
記
〕　

○
奈
良
県
図
書
情
報
館
寄
託　

玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』

　
　
　

元
禄
六
年
東
大
寺
正
倉
院
御
開
封
之
次
第

　
　
　
（
中
略
）

一
、（
元
禄
六
年
）
五
月
廿
一
日
、
南
京
尹
神
尾
飛
騨
守
憑
命
之
三
倉
破
壊

之
処
々
見
分
、
自
東
大
寺
法
厳
院
・
惣
持
院
・
尊
光
院
・
上
生

院
・
四
聖
坊
出
、
自

勧
門
主
御
方
山
口
内
匠
出
、
自
奉
行
所
中
條
太
郎
右
衛

門
・
玉
井
与
左
衛
門
、
且
同
心
福
井
小
右
衛
門
・
太
田
彦
六

出
、
大
工
棟
梁
今
村
筑
後
見
積
之
、

　
　
　
　
　
　

三
倉
御
修
覆
見
分
之
上
御
入
用
銀
高
大
積
覚

　
　
　

一
、
銀
六
百
八
十
弐
匁
七
分　

御
倉
内
之
分
、　
但　

御手
伝
人
足
代
と
も
、釘
銯
、

材
木
・
大
工
手
間
・

　
　
　
　
　
　
　

内
五
十
目
ま
し

　
　
　

一
、
銀
五
百
四
拾
九
匁　
　
　

御
倉
外
之
分
、
但
同
、

　
　
　

一
、
銀
壱
貫
五
百
九
十
目　
　

や
祢
瓦
方
之
分
、
但　
是瓦
丸
平
葺
手
間
手
伝

ハ
や
祢
足
代
、
代
と
も
、

　
　
　
　
　
　

小
以
銀
弐
貫
五
百
九
十
目
八
分
、

　
　
　

一
、
銀
壱
貫
弐
百
目　
　
　
　
台御

入
用
、但
赤
金
代
手
間
代
と
も
、

輪
出
張
赤
金
ニ
テ
包

　
　
　

一
、
銀
四
百
八
拾
弐
匁　
　
　

御
蔵
之
下
人
セ
き
御
入
用
、
但
、

　
　
　

一
、
銀
壱
貫
七
百
六
十
九
匁　

御
倉
根
石
之
廻
リ
石
垣
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
入
用
、
但
石
并
石
詰
手
間
手
伝
人
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
式
代
と
も
、

　
　
　
　
　
　

小
以
銀
三
貫
四
百
五
十
壱
匁

　
　
　

一
、
銀
七
百
目　
　
　
　
　
　

三
倉
鎮
守
蔵
王
之
社
一
切
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
入
用
、
但　
材釘

代
と
も
、

木
・
大
工
手
間
・
手
伝
人
足
・

　
　
　

一
、
銀
八
百
弐
拾
六
匁　
　
　

鎮
守
宮
移
御
入
用
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
ハ
神
主
請
取
ニ
て
神
供
并
雑
用
奉
幣
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
布
代
と
も
、

　
　
　
　
　
　

銀
都
合
七
貫
七
百
九
十
八
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
金
ニ
〆
百
弐
拾
九
両
三
歩
銀
拾
三
匁
、
但
六
十
め
か
へ

　
　
　
　
　
　

以
上
、

　
　
　
　
　

五
月
廿
一
日

右
ノ
書
─
面
奉
レル
尹
ニ
、
且
ツ
中
條
氏
・
玉
井
氏
訴
メ
曰
ク
、
御
修
覆
料
ノ
金
満
二ル

三
百
両
一ニ
時
ハ
、
命
セ二
ラ
ル
御
代
官
所
一ニ
、
金
三
百
両
未サル
レタ
満
時
ハ
、
両
氏
勤
レル
ノ

　

之
ヲ

法
─
制
、
兼
テ
所
レ
触フ
ル
ゝレ

耳
ニ
也
、
今
積
二
金
高
一ヲ
不
レ
及
二
三
─
百
─
両
一ニ
、
両
─
氏
所
レ
預ア
ツ
カ
ル

二

此
ノ
役
一ニ
必
セ
リ
矣
、
重
テ
御
─
勘
─
定
ノ
節
下
二ラ
ハ

　

江
府
一
、
庁
ノ
祗
─
役
無
レメ
人
難
レ
勉
、
只タ
ゝ

望ノ
ソ
ム
ラ
ク
ハ
訴
二
京
都
所
司
一
、
御
修
覆
早
ク
附ツ
ケ
ン二

御
代
官
所
一ニ
、
尹
諾
メ
応
レス
之
ニ
、
終
ニ

御
修
覆
附
二
御
代
官
所
一ニ
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

三
倉
御
修
復
諸
御
入
用
覚

　
　
　

一
、
銀
壱
貫
弐
百
目
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　

諸
材
木
代
、

　
　
　

一
、
銀
三
貫
六
百
九
十
六
匁
九
分
八
厘　
　
　

釘
銯
巻
鉄
物
代
、

　
　
　
　
　
　
　

内
弐
貫
九
百
四
拾
弐
匁
九
厘　

銅　

銅

　
　
　

一
、
銀
七
百
七
拾
九
匁
五
分
弐
厘　
　
　
　
　

大
工
賃
銀

　
　
　
　
　
　
　

此
工
数
三
百
卅
六
人
、
一
日
壱
人
弐
匁
三
分
弐
厘
宛
、
飯
米
作
料
と
も
、
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一
、
銀
弐
拾
弐
匁
九
分
五
厘　
　
　
　
　
　
　

木
挽
賃
銀

　
　
　
　
　
　
　

此
工
数
十
三
人
半
、　

一
日
壱
人
壱
匁
七
分
宛
、
飯
米
作
料
と
も
、

　
　
　

一
、
銀
壱
貫
三
百
七
十
目
五
分
三
厘　
　
　
　
　

瓦
代

　
　
　
　
　
　
　

但
葺
師
并
手
伝
ヘ
人
足
葺
土
す
さ
わ
ら
代
と
も
、

　
　
　

一
、
銀
四
百
四
拾
五
匁
三
分　
　
　
　
　
　
　

足
代
并
小
屋
損
料
代
、

　
　
　

一
、
銀
八
拾
四
匁
七
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
買
物
代
、

　
　
　

一
、
銀
六
百
四
拾
九
匁
五
分
四
厘　
　
　
　
　

手掃
除伝
人
足
賃
、

　
　
　
　
　
　
　

此
人
数
六
百
九
十
壱
人

　
　
　

一
、
銀
弐
百
弐
拾
四
匁
八
分
八
厘　
　
　
　
　

下
大
工

棟
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

並
大
工
一
倍
ノ
積
之
分
、

　
　
　
　
　
　
　

内
三
十
目
宿
賃

　
　
　
　
　
　
　

但
逗
留
中
宿
賃
壱
月
ニ
三
拾
目
被
下
候
積
、

　
　
　

一
、
銀
弐
拾
六
匁
七
分
三
厘　
　
　
　
　
　
　

棟
梁
ニ
被
下
候
御
扶
持
方
代
、

　
　
　
　
　
　
　

但
一
日
七
人
扶
持
五
割
増
十
人
半
ふ
ち
ノ
積
、

　
　
　
　
　

合
八
貫
五
百
壱
匁
弐
分
三
厘　
　
　
　

三
倉
御
修
復
分
、

　
　
　

一
、
銀
七
百
目　
　
　
　
　
　
　

鎮
守
社
一
宮
請
切
、

　
　
　

一
、
銀
八
百
弐
拾
六
匁　
　
　
　

右
宮
移
諸
入
用
、

　
　
　
　
　
　
　

外

　
　
　

一
、
米
弐
石
九
斗
九
升　
　
　
　

奉
行
扶
持　
　

一
日
十
三
人
扶
持
之
積
、

　
　
　

一
、
米
弐
石
七
斗
六
升　
　
　
　

下
奉
行
扶
持　

一
日
三
人
扶
持
之
積
、

　
　
　

右
ハ
京
都
所
─
司
小
笠
原
佐
渡
太
守
命
二セ
ラ
レ

　
　

竹
村
八
郎
兵
衛
一
所
二

　
　
　

修
─
覆ス
ル一

也
、
五
月
廿
八
日
ニ
八
郎
兵
衛
来
二
三
倉
ニ一
見
─二
分
シ
破
壊
ノ
多
─

　
　
　

少
ヲ一
、
六
月
十
五
日
御
修
─
覆
資
─
始
メ
、
七
月
十
三
日
修
─
覆
成ナ
ル

、
翌

　
　
　

十
四
日
御
奉
行
飛
騨
太
守
来
二
三
倉
一
検
─二
見
之
ヲ一
、
同
日
巳
ノ
尅

　
　
　

年
─
預
四
聖
坊
并
ニ
金
珠
院
出テ
受ウ
ケレ

之ヲ
自
レ
寺
支
─二
配
ス
ト
之
ヲ一
云
々

　
　
　
　

○
三
倉
之
瓦
数
四
万
八
千
五
百
余

　
　
　
　
　

ヤ
子
ノ
坪
数　

弐
百
五
十

　
　
　
　
　

下
ノ
坪
数　
　

八
十
五

注
二　
『
宮
内
庁
正
倉
院
宝
庫
屋
根
瓦
拓
本
』（
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
）。
第
五
章
第
四
節
に
掲
載
。

注
三　

岸
熊
吉
「
正
倉
院
の
建
築
」（『
寧
楽
』
一
二　

正
倉
院
史
論
所
収
、
一
九
二
九
年
、
寧
楽

発
行
所
）
に
そ
の
古
文
書
の
翻
刻
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
原
本
は
調
査
を
し
た
が
、
そ

の
行
方
は
判
明
し
な
か
っ
た
。
絵
図
の
下
方
に
あ
っ
た
と
い
う
箇
条
書
き
の
書
き
下
し

部
分
を
転
載
す
る
。

　
　
　
〔
見
分
差
図
〕　

○
『
寧
楽
』
一
二　

正
倉
院
史
論
（
五
八
頁
）
所
収

　
　
　
　

東
大
寺
三
倉　

但
小
棟
作
之
叉
庫

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

此
分
新
敷
相
見
申
候
故
寺
僧
ら
承
申
候
ヘ
バ
慶
長
年
中
之

　
　
　
　
　

御
修
覆
ニ
而
モ
可
有
御
座
旨
被
申
候

　
　
　
　
　

元
禄
第
三
午庚
年
九
月
朔
日
見
分
ノ
上
ノ
差
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
井　

与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井　

小
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太

田

彦

六

　
　
　
（
別
紙
張
紙
）

　
　
　

屋
根
瓦
之
様
子
弐
拾
間
斗
脇
ヨ
リ
見
申
候
ニ
損
ジ
様
差
而

　
　
　

去
年
ヨ
リ
悪
敷
見
ヘ
不
申
候
得
共
少
々
瓦
も
退
軒
瓦
抔
も
去

　
　
　

年
ヨ
リ
ハ
落
申
候
惣
而
此
御
蔵
ハ
宮
社
同
前
ニ
寺
中
ヨ
リ
崇

　
　
　

敬
仕
候
故
上
ヘ
上
リ
見
申
儀
ハ
難
成
遠
方
ヨ
リ
之
見
積
ニ
而

　
　
　

委
細
之
義
ハ
見
ヘ
不
申
候

注
四　

こ
れ
も
前
出
の
岸
熊
吉
氏
の
論
考
に
記
さ
れ
る
が
、
絵
図
そ
の
も
の
は
実
見
で
き
て
い
な

い
。
論
考
に
は
「
東
大
寺
及
び
奈
良
県
庁
所
蔵
記
録
絵
図
」
と
あ
る
。
以
下
、
そ
の
修

理
箇
所
に
つ
い
て
の
記
述
を
転
載
す
る
。

第三章　調査事項

─ 180 ─



　
　
　
〔
記
録
絵
図
〕　

○
『
寧
楽
』
一
二　

正
倉
院
史
論
（
六
〇
頁
）
所
収

　
　
　

下
の
重

一
、
床
下
の
丸
柱
所
々
に
て
弐
拾
三
本
埋
木
筋
は
ぎ
を
な
し
鐵
の
胴
輪
廿
三
個
を
は
め

た
。

一
、
土
台
の
鼻
廿
四
本
共
腐
朽
の
個
所
は
切
継
筋
は
ぎ
を
な
し
包
板
を
大
釘
打
と
し
た
、

又
土
台
鼻
廿
四
本
共
銅
黒
板
包
に
し
た
。

一
、
北
倉
中
の
間
、
中
倉
両
端
間
、
南
倉
北
の
間
の
土
台
下
に
指
物
を
入
れ
た
。

一
、
北
倉
中
の
間
後
寄
に
て
二
枚
、
中
倉
中
央
入
口
に
近
い
所
で
二
枚
、
同
じ
く
西
南

の
隅
で
一
枚
敷
板
を
取
替
た
。

　
　
　

二
階

一
、
北
倉
に
て
九
本
、
中
倉
に
て
五
本
、
南
倉
に
て
八
本
の
間
柱
（
際
柱
）
を
補
足
し
、

又
中
倉
の
裏
側
の
両
端
の
柱
の
根
継
を
し
た
。

一
、
中
倉
の
北
の
間
前
寄
の
所
の
敷
板
弐
枚
取
替
た
。

　
　
　

三
階

一
、
北
倉
に
て
十
一
本
、
中
倉
に
て
三
本
、
南
倉
に
て
六
本
間
柱
を
補
足
し
た
、
中
倉

の
北
の
間
前
寄
に
て
敷
板
一
枚
取
替
た
。

　
　
　
　
　

其
他
土
台
外
包
の
雨
覆
、
校
木
の
は
ぎ
木
埋
木
な
ど
各
所
に
亘
っ
て
施
さ
れ
た
。

注
五　

注
一
に
前
出
の
史
料
に
よ
る
。
杉
本
神
社
の
修
理
費
用
が
銀
七
百
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
天
保
期
の
史
料
に
も
修
理
費
用
が
あ
り
、
そ
の
差
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
六　
〔
天
保
四
年
十
月
十
八
日
正
倉
院
御
開
封
之
記
〕　

○
東
大
寺
図
書
館　

薬
師
院
文
書

　
　
　

一
、
今
年
三
倉
御
開
封
之
故
者
、
元
禄
六
癸
酉
年
五
月
十
六
日
御
開
封
以
来
、
至
今
年
迄

凡
年
暦
百
四
十
一
年
故
、
御
倉
及
破
損
之
旨
、
従

　
　
　

寺
務
宮
以
南
曹
弁
被
経　

奏
聞
、
則
為
被
加
御
修
理
、　

勅
使
申
下
、
御
開
封
之
儀
式
、

于
時
天
保
四
癸
巳
年
龍
集
十
月
十
八
日
定
日
也
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

天
保
五
甲
午
年
十
月
廿
五
日
、
京
中
井
主
水
手
代
三
倉
為
御
修
理
見
分
被
来
由
、　

御
開

封
後
是
迄
何
之
沙
汰
も
無
之
、
此
度
従
江
戸
御
入
用
取
調
方
大
森
善
四
郎
・
御
普
請
方

北
村
勝
之
助
、
右
両
人
并
中
井
主
水
手
代
両
人
当
月
廿
一
日
南
都
着
、
廿
三
日
・
廿
四

日
・
廿
五
日
御
倉
見
分
有
之
、
江
戸
御
役
方
之
衆
旗
本
之
由
、
一
人
ハ
鎗
壱
筋
見
ヘ
タ
リ
、

　
　
　
　

天
保
六
乙
未
年
八
月
、

　
　
　

三
倉
御
普
請
来
月
ヨ
リ
始
ル
由
、
御
後
見
清
凉
院
内
沙
汰
ア
リ
、

　
　
　

九
月
十
日
、
御
普
請
木
作
始
、

　
　
　

十
八
日
、
三
倉東
側仮

屋
ノ
前
ニ
大
工
小
屋
三
ケ
所
・
役
人（マ
マ
）結所
一
ケ
所
見
当
、
今
日
ヨ
リ
御

倉
四
方
ヘ
松
丸
太
足
代
建
、
大
工
日
雇
ノ
者
自
京
都
請
負
之
由
也
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

天
保
七
丙
申
年
正
月
、
昨
未
年
十
二
月
廿
五
日
切
三
倉
廿
一
日

御
普
請
自
今
日
始
ル
、

　
　
　

一
、
奉
行
梶
土
佐
守　

御
倉
辺
ヘ
毎
々
見
分
ニ
被
参
由
、

　
　
　
　

二
月
三
日
、　

御
倉
御
屋
根
瓦
フ
キ
掛
、
西
側

　
　
　
　

十
四
五
筋
、
南
北
東西
之
隅
追
々
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

四
月
十
五
日
、
清
凉
院
ヘ
見
廻
、

　
　
　

御
閉
封
之
御
沙
汰
不
被
為　

在
候
哉
、
尋
試
申
所
、
三
月
十
四
日
従
公
儀　

三
倉
并
仮
屋

等
引
渡
有
之
候
所
、
同
月
十
八
日
内
々
従
所
司
代
当
奉
行
所
ヘ
入
魂
引
渡
之
義
ハ
先
仮

渡
ノ
趣
年
預
所
ヘ
而
又
入
魂
内
実
ハ
御
普
請
成
就
ノ
義
江
戸
窺
ニ
相
成
候
よ
し
、
同
院

内
沙
汰
あ
り
、

　
　
　

五
月
十
九
日
、
年
預
所
ゟ
回
章
到
来
、

　
　
　

来
ル
廿
三
日
正
倉
院
御
修
覆
出
来
栄
為
見
分
、
御
目
附
小
出
丹
宮
殿
・
御
代
官
小
堀
主
税

殿
御
越
有
之
候
間
、
各
手
取
之
場
所
掃
除
御
申
附
可
被
成
候
、

　
　
　

廿
一
日
、
清
凉
院
ヘ
見
廻
、

　
　
　

三
倉
御
修
覆
成
就
ニ
付
、
明
後
廿
三
日
於
四
聖
坊
立
合
場
所
と
し
て
、
公
儀
よ
り
の
役
人

両
所
奉
行
梶
野
土
佐
守
被
出
候
節
、
御
寺
務
家
司
代
正
法
院
被
罷
出
候
様
、
同
院
ゟ
被

申
聞
、

　
　
　

御
目
附
旅
宿
念
珠
院
、
御
代
官
旅
宿
華
厳
院
也
、

　
　
　

廿
三
日
、　

三
倉
御
目
附
御
代
官
奉
行
三
方
見
分
相
済
、
奉
行
ゟ
惣
持
院
寺
中
惣
代
ヘ　

第三章　調査事項

─ 181 ─



三
倉
并
仮
屋
等
被
引
渡
、
三但
シ倉

前
ニ
テ
於
四
聖
坊
京
都
両
所
奉
行
御
三
方
此
度
新
調
之

　
　
　

杉
箱
ニ
入
御
宝
物
類
拝
見
且
見
分
、

　
　
　
（
中
略
）

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
三
日

　
　
　

六
月
三
日
、
雨
、
正
倉
院
鎮
守
社
上
遷
宮　
　
日
時
勘
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
五
日
・
十
六
日
・
廿
日
ノ
由
、

　
　
　
（
下
略
。
な
お
閉
封
は
六
月
二
十
日
）

注
七　

前
掲
の
岸
熊
吉
氏
の
論
考
に
そ
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
〔
南
都
東
大
寺
正
倉
院
御
修
覆
鎮
守
社
新
造
共
仕
様
請
切
代
銀
請
取
帳
〕

○
『
寧
楽
』
一
二　

正
倉
院
史
論
（
六
三
頁
）
所
収

（
奈
良
県
庁
所
蔵
文
書
に
拠
る
、
と
あ
る
）

　
　

一
、
正
倉
院
桁梁

行
五
間

行
十
七
間
三
階
建
屋
根
本
瓦
葺
小
棟
造
り
葺
詰
弐
軒
繁
垂
木
内
室
造
り
出

居
桁
舟
木
升
形
有
軒
高
四
間
一
尺
床
か
高
九
尺
軒
出
二
間
四
方
廻
り
中
仕
切
共
床

か
上
よ
り
畦
羽
目
入
口
戸
前
三
ヶ
所
有
之
屋
根
大
破
に
付
瓦
取
切
ろ
し
内
室
木
道

具
の
内
取
解
舟
肘
木
之
内
取
替
束
並
沓
木
共
古
木
宜
所
切
抜
入
足
弐
重
梁
繋
梁
之

内
取
替
扠
首
束
扠
首
棹
束
取
付
直
棟
桁
母
屋
桁
切
継
隅
脇
四
方
出
居
桁
之
所
刎
木

枕
木
等
入
足
屋
堅
め
打
隅
木
取
付
直
木
負
茅
負
之
内
取
替
所
々
鍄
掛
堅
め
仮
粧
垂

木
裏
板
木
口
裏
甲
瓦
座
敷
木
舞
野
裏
板
面
戸
板
共
之
内
取
替
取
付
直
瓦
足
留
り
木

縄
巻
に
し
め
打
立
屋
根
本
瓦
葺
足
瓦
骨
直
棟
包
熨丸
瓦
一
返

斗
瓦
十
二
返
足
瓦
包
直
内
側
隅
柱

取
替
間
柱
添
柱
共
入
足
内
側
畦
羽
目
え
控
木
鍄
打
堅
め
明
透
之
所
目
板
打
並
埋
木

床
か
拭
板
明
透
目
板
打
足
北
倉
三
階
拭
板
之
内
取
替
取
付
直
北
側
畦
羽
目
之
内
取

替
鍄
掛
堅
め
外
側
所
々
朽
損
矧
木
並
埋
木
入
口
三
ヶ
所
錠
前
之
鞘
木
両
脇
方
立
共

取
替
土
台
鼻
包
銅
不
足
仕
足
緑
青
吹
仕
直
惣
体
床
か
拭
板
束
入
口
扉
廻
り
共
灰
汁

湯
洗
内
廻
り
柱
畦
羽
目
拭
ふ
き
外
廻
り
軒
裏
共
払
掃
除
南
之
方
地
形
置
土
踏
め
同

所
西
之
方
に
有
之
用
水
溜
池
長巾
二
間
六
間
水
替
干
池
底
埋
り
土
堀
浚
其
外
損
所
物
軒
足
代

洗
足
代
桟
橋
縄
結
梯
子
共
掛
払
脚
立
敷
之
板
差
出
共

　
　
　

一
、
鎮
守
社
桁梁

行
三
尺
九
寸

行
六
尺
六
寸

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

一
、
御
修
復
中
傍
爾
杭
損
料
物
に
而
差
出
出
来
後
廻
り
掃
除
等
迄
仕
候

　
　
　

一
、
工
数
千
百
五
人　
　
　
　
　
　
　
　

大
工

　
　
　
　
　
　

此
銀
三
貫
三
百
拾
五
匁　
　
　
　

但
一
人
付
三
匁

　
　
　

一
、
人
数
九
百
拾
六
人
半　
　
　
　
　
　

諸
手
伝

　
　
　
　
　
　

此
銀
一
貫
八
十
弐
匁
弐
分
八
厘　

但
一
人
一
匁
弐
分
九
厘

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　

人
数
八
百
八
拾
四
人　
　
　
　
　
　

大
工
手
伝

　
　
　
　
　
　

人
数
三
拾
弐
人
半　
　
　
　
　

揚
ヶ
方
手
伝
並
笘
掛
お
ろ
し
手
伝
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　

材
木
方

　
　
　

一
、
三
本
小
節
檜
長一

尺
四
方

七
尺
八
寸　
　
　
　

入
口
錠
前
之
鞘
木
取
替
三
ヶ
所
分

　
　
　
　
　

代
銀
百
八
拾
目　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
一
本
に
付
六
拾
匁

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

材
木
方

　
　
　
　

銀
〆
八
貫
五
百
弐
拾
六
匁
八
分
五
厘

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

鍛
冶
方

　
　
　
　

銀
〆
弐
貫
六
百
八
拾
一
匁
六
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瓦
方

　
　
　

一
、
七
千
弐
百
八
拾
五
枚
平丸
瓦瓦　
　
　
　
　
　

屋
根
足
瓦

　
　
　
　
　
　

代
銀
弐
貫
百
八
拾
五
匁
五
分　
　
　
　
　

但
拾
枚
付
三
匁

◎
以
下
補
足
瓦
と
し
て
唐
草
・
巴
瓦
三
六
枚
、
二
の
平
瓦
一
八
枚
、
熨
斗

瓦
五
一
二
枚
、
棟
瓦
三
二
枚
、
面
戸
瓦
四
七
枚
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

瓦
方

　
　
　
　

銀
〆
三
貫
五
百
九
拾
六
匁
七
分

　
　
　
（
中
略
）

◎
正
倉
の
銀
〆
弐
拾
五
貫
百
五
拾
匁
五
分
七
厘
、
鎮
守
社
の
銀
〆
壱
貫
五
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百
三
拾
弐
匁
三
分
四
厘
を
加
え
て
、
総
工
費
は
弐
拾
六
貫
六
百
八
拾
弐

匁
九
分
壱
厘
と
な
る
。

右
者
南
都
東
大
寺
正
倉
院
御
修
復
鎮
守
社
新
造
共
私
共
御
請
負
申
上
御
吟
味
を
請
念
を

入
仕
立
差
上
申
候
付
代
銀
不
残
御
渡
被
下
慥
奉
請
取
相
済
申
候
処
仍
如
件

　
　
　
　

天
保
七
申
年
九
月　
　
　
　
　
　

内
侍
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
負
人　

大
工　
　

善　
　
　

助　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
通
竹
屋
町
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請　

人　

鍵
屋　
　

治　

兵　

衛　
　

印

　
　
　

御　

奉　

行　

様

注
八　

第
五
章
第
一
節
四
及
び
図
版
写
真
265
参
照
。

注
九　
〔
南
都
東
大
寺
正
倉
院
四
拾
分
一
之
図
〕　

○
京
都
府
立
総
合
資
料
館　

中
井
家
文
書

墨
書
き
に
て
建
物
の
桁
行
立
面
・
断
面
図
と
主
要
寸
法
を
描
き
、
南
倉
小
屋
内
に
朱

書
き
で
桔
木
を
記
入
す
る
。
ま
た
、
校
木
の
天
端
の
平
ら
な
面
の
中
心
に
朱
線
で
中
心

線
を
記
入
し
て
い
る
。
図
版
写
真
241
も
参
照
。

一
連
の
図
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
平
面
図
、
小
屋
伏
図
、
あ
る
い
は
屋
根
伏
図
な
ど

が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
こ
の
立
断
面
図
に
は
「
天
保
七
年
」
の
記
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
ら
は
一
連
、
天
保
期
の
修
理
計
画
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
一
〇　
〔
正
倉
院
小
屋
組　

七
歩
壱
間
〕　

○
京
都
府
立
総
合
資
料
館　

中
井
家
文
書

墨
書
き
に
て
小
屋
伏
図
を
書
き
、
朱
書
き
に
て
桔
木
を
挿
入
し
、
母
屋
桁
の
取
替
位

置
な
ど
を
記
入
す
る
。
小
屋
梁
を
追
加
し
よ
う
と
し
た
跡
も
あ
る
が
、
消
さ
れ
て
い
る
。

図
版
写
真
243
も
参
照
。

注
一
一　
〔
南
都
東
大
寺
正
倉
院
絵
図
〕　

○
京
都
府
立
総
合
資
料
館　

中
井
家
文
書

墨
書
き
に
て
一
階
、
二
階
、
小
屋
裏
の
平
面
図
を
描
き
、
朱
線
及
び
朱
書
き
に
て
修

理
箇
所
を
示
す
。
図
版
写
真
242
も
参
照
。

こ
れ
と
同
じ
図
で
修
理
箇
所
の
記
入
を
校
正
し
た
図
や
下
書
き
が
存
在
す
る
こ
と　

か
ら
こ
の
図
が
清
書
本
と
思
わ
れ
る
。

注
一
二　
〔
明
治
十
三
年
正
倉
院
録
（
内
務
省
博
物
局
）〕　

○
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

　
　
　

第
一
号　

奈
良
東
大
寺
正
倉
院
宝
庫
中
御
物
陳
列
戸
棚
架
設

　
　
　
　

其
ノ
他
造
作
ノ
儀
太
政
大
臣
ニ
伺
定
並
会
計
局
ト
照
復
ノ
件
（
二
月
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
（
博
物
局
第
六
十
一
号
）

　
　
　

明
治
十
二
年
十
二
月
十
六
日　
　
　

博
物
局
長
町
田
久
成
（
印
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　

正
倉
院
庫
中
造
作
之
義
伺

　
　
　

奈
良
東
大
寺
正
倉
院
宝
庫
之
義
ハ
古
来
ヨ
リ
倉
庫
修
補
之
時
ニ

　
　
　

非
サ
レ
ハ
開
緘
セ
ス
然
ル
ヲ
明
治
五
年
御
開
封
御
物
照
検
之

　
　
　

挙
ア
リ
同
九
年
ヨ
リ
毎
年
御
開
封
有
シ
其
都
度
出
納
取
扱
ノ
為

　
　
　

メ
物
品
損
傷
セ
ル
モ
ノ
不
少
甚
タ
遺
憾
ノ
至
リ
ニ
付
右
庫
中
ニ

　
　
　

更
ニ
別
紙
画
図
面
ノ
如
キ
棚
架
ヲ
造
リ
其
中
ニ
物
品
ヲ
陳
列
シ

　
　
　

硝
子
戸
ヲ
以
テ
之
ヲ
掩
ヒ
安
置
ノ
マ
マ
展
覧
相
成
致
様
致
シ
度

　
　
　

依
テ
太
政
官
ヘ
御
上
申
案
並
ニ
費
目
概
算
画
図
面
共
相
副

　
　
　

此
段
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　

太
政
官
ヘ
御
上
申
案

　
　
　

古
昔
ノ
事
ヲ
捜
索
ス
ル
ニ
当
時
ノ
文
書
及
ヒ
器
財
等
ノ
類
ニ

　
　
　

拠
テ
以
テ
其
ノ
情
実
ヲ
知
ル
コ
ト
多
シ
而
シ
テ
其
ノ
文
書
器
財

　
　
　

或
ハ
水
火
ノ
災
ニ
罹
リ
或
ハ
賊
ノ
為
メ
ニ
掠
メ
ラ
レ
テ
今
日
ニ

　
　
　

遺
存
セ
ル
モ
ノ
極
テ
尠
シ
茲
ニ
大
和
国
奈
良
東
大
寺
正
倉
院

　
　
　

宝
庫
ニ
納
ム
ル
処
ノ
御
物
タ
ル
ヤ
聖
武
孝
謙
二
帝
ノ
御
遺
物
ナ

　
　
　

リ
其
ノ
他
蔵
ス
ル
所
モ
亦
皆
千
有
余
歳
ノ
星
霜
ヲ
経
タ
ル
古

　
　
　

物
ニ
シ
テ
実
ニ
希
世
ノ
珍
宝
ナ
リ
而
シ
テ
其
ノ
宝
庫
タ
ル
ヤ

　
　
　

奈
良
朝
ノ
創
立
ニ
係
リ
テ
当
時
ノ
校
倉
ノ
制
法
ヲ
見
ル
モ
亦
以

　
　
　

テ
足
ル
可
キ
者
ナ
リ
且
ツ
此
ノ
宝
庫
ハ
昔
時
ヨ
リ
朝
廷
コ
レ
ヲ

第三章　調査事項

─ 183 ─



　
　
　

封
ス
ル
ヲ
例
ト
セ
リ
故
ニ
此
ノ
宝
庫
ヤ
其
ノ
修
補
ノ
際
ニ
方
テ

　
　
　

開
封
ス
然
ラ
サ
レ
バ
開
カ
ズ
其
ノ
之
ヲ
開
緘
セ
シ
コ
ト
ハ
建
久

　
　
　

四
年
ヨ
リ
維
新
前
ニ
至
テ
僅
ニ
十
四
五
回
ニ
過
キ
ズ
故
ニ
其
ノ

　
　
　

蔵
セ
ル
所
ノ
物
品
手
沢
ノ
歴
サ
ル
ヲ
以
テ
大
概
古
色
ヲ
有
セ
ス

　
　
　

新
製
ノ
物
ト
彷
彿
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
然
ル
ヲ
明
治
五
年
ノ
御
開

　
　
　

緘
已
来
屢
々
御
開
封
ニ
相
成
或
ハ
奈
良
博
覧
会
場
ニ
陳
列
ヲ
許

　
　
　

サ
レ
此
ニ
至
テ
始
メ
テ
人
民
之
ヲ
拝
観
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
之

　
　
　

ニ
困
テ
近
年
工
匠
ノ
模
範
ヲ
之
ニ
取
リ
百
工
ノ
進
歩
ヲ
誘
ヒ
シ

　
　
　

モ
亦
不
尠
然
リ
ト
雖
モ
御
物
ノ
出
納
往
年
ニ
比
ス
レ
ハ
屢
数
ニ

　
　
　

及
ヒ
之
ガ
為
メ
ニ
損
傷
ヲ
醸
ス
ル
モ
ノ
亦
尠
カ
ラ
ス
如
何
ト
ナ

　
　
　

レ
バ
其
ノ
宝
器
ヲ
展
観
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
倉
庫
中
ニ
排
列

　
　
　

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
其
都
度
悉
ク
之
ヲ
庫
外
ニ
運
搬
シ

　
　
　

テ
之
ヲ
披
キ
又
函
中
ニ
入
テ
再
ヒ
庫
中
ニ
納
ム
斯
ノ
如
ク
唯
一

　
　
　

見
ノ
為
メ
ニ
屢
々
之
ニ
手
ヲ
触
ル
ゝ
ヲ
以
テ
遂
ニ
損
傷
セ
ザ
ル

　
　
　

ヲ
得
ス
必
竟
其
保
護
ノ
体
裁
タ
ゝ
サ
ル
ノ
為
ス
処
ニ
シ
テ
不

　
　
　

堪
愛
惜
ナ
リ
故
ニ
之
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
永
存
ノ
余
備

　
　
　

ナ
キ
ヲ
得
ズ
熟
考
ス
ル
ニ
彼
ノ
倉
庫
中
ニ
別
紙
図
面
ノ
如
キ
棚

　
　
　

架
ヲ
造
リ
此
内
ニ
御
物
ヲ
排
列
シ
硝
子
障
子
ヲ
建
テ
テ
以
テ
戸

　
　
　

外
ヨ
リ
観
覧
セ
シ
ム
ベ
シ
然
ル
時
ハ
其
都
度
運
搬
セ
ザ
ル
ガ
故

　
　
　

ニ
将
来
損
傷
ノ
患
ナ
ク
永
ク
保
存
ス
ベ
シ
依
テ
右
棚
架
其
他
経

　
　
　

費
等
取
調
別
紙
ニ
記
載
致
候
間
別
途
御
出
方
相
成
度
御
詮
議
之

　
　
　

上
御
裁
可
相
成
度
此
段
相
伺
候
也

　
　
　
（
朱
）
伺
ノ
趣
聞
届
候
尤
費
用
概
算
高
ノ
内
官
員
旅
費
ノ
三

　
　
　
　
　

項
合
金
五
百
弐
円
八
拾
銭
ハ
各
本
務
ノ
庁
ヨ
リ
仕
払
フ

　
　
　
　
　

ヘ
キ
費
途
ニ
付
之
ヲ
除
キ
残
数
八
千
弐
百
五
拾
九
円

　
　
　

 　
　

別
途
可
下
渡
候
条
大
蔵
省
ヨ
リ
可
受
取
事

　
　
　
　
　
　

明
治
十
三
年
一
月
二
十
九
日　
　
（
右
大
臣
岩
倉
具
視
印
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

正
倉
院
庫
中
造
作
之
儀
伺

　
　
　

古
昔
ノ
事
ヲ
捜
索
ス
ル
ニ
当
時
ノ
文
書
及
ヒ
器
財
等
ノ
類
ニ

　
　
　

拠
テ
以
テ
其
ノ
情
実
ヲ
知
ル
コ
ト
多
シ
而
シ
テ
其
ノ
文
書
器

　
　
　

財
或
ハ
水
火
ノ
災
ニ
罹
リ
或
ハ
賊
ノ
為
メ
ニ
掠
メ
ラ
レ
テ
今

　
　
　

日
ニ
遺
存
セ
ル
モ
ノ
極
テ
尠
シ
茲
ニ
大
和
国
奈
良
東
大
寺
正

　
　
　

倉
院
宝
庫
ニ
納
ム
ル
処
ノ
御
物
タ
ル
ヤ
聖
武
孝
謙
二
帝
ノ
御

　
　
　

遺
物
ナ
リ
其
ノ
他
蔵
ス
ル
所
モ
亦
皆
千
有
余
歳
ノ
星
霜
ヲ
経

　
　
　

タ
ル
古
物
ニ
シ
テ
実
ニ
希
世
ノ
珍
宝
ナ
リ
而
シ
テ
其
ノ
宝
庫

　
　
　

タ
ル
ヤ
奈
良
朝
ノ
創
立
ニ
係
ル
ヲ
当
時
ノ
校
倉
ノ
制
法
ヲ
見

　
　
　

ル
モ
亦
以
テ
足
ル
可
キ
者
ナ
リ
且
ツ
此
ノ
宝
庫
ハ
昔
時
ヨ
リ

　
　
　

朝
廷
コ
レ
ヲ
封
ス
ル
ヲ
例
ト
セ
リ
故
ニ
此
ノ
宝
庫
ヤ
其
ノ
修

　
　
　

補
ノ
際
ニ
方
テ
開
封
ス
然
ラ
サ
レ
ハ
開
カ
ス
其
ノ
之
ヲ
開
緘

　
　
　

セ
シ
コ
ト
ハ
建
久
四
年
ヨ
リ
維
新
前
ニ
至
テ
僅
ニ
十
四
五
回

　
　
　

ニ
過
ギ
ズ
故
ニ
其
ノ
蔵
セ
ル
所
ノ
物
品
手
沢
ノ
歴
サ
ル
ヲ
以

　
　
　

テ
大
概
古
色
ヲ
有
セ
ス
新
製
ノ
物
ト
髣
髴
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
然

　
　
　

ル
ヲ
明
治
五
年
ノ
御
開
緘
已
来
屢
々
御
開
封
ニ
相
成
或
ハ
奈

　
　
　

良
博
覧
会
場
ニ
陳
列
ヲ
許
サ
レ
此
ニ
至
テ
始
メ
テ
人
民
之
ヲ

　
　
　

拝
観
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
之
ニ
因
テ
近
年
工
匠
ノ
模
範
ヲ
之

　
　
　

ニ
取
リ
百
工
ノ
進
歩
ヲ
誘
ヒ
シ
モ
亦
不
尠
然
リ
ト
雖
モ
御
物

　
　
　

ノ
出
納
往
年
ニ
比
ス
レ
バ
屢
数
ニ
及
ヒ
之
カ
為
メ
ニ
損
傷
ヲ

　
　
　

醸
ス
ル
モ
ノ
亦
尠
カ
ラ
ス
如
何
ト
ナ
レ
ハ
其
ノ
宝
器
ヲ
展
観

　
　
　

セ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
倉
庫
中
ニ
排
列
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ

　
　
　

以
テ
其
都
度
悉
ク
之
ヲ
庫
外
ニ
運
搬
シ
テ
之
ヲ
披
キ
又
函
中

　
　
　

ニ
入
テ
再
ヒ
庫
中
ニ
納
ム
斯
ク
如
ク
唯
一
見
ノ
為
メ
ニ
屢
々
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之
ヲ
手
ヲ
触
ル
ル
ヲ
以
テ
遂
ニ
損
傷
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
必
竟
其

　
　
　

保
護
ノ
体
裁
タ
タ
サ
ル
ノ
為
ス
処
ニ
シ
テ
不
堪
愛
惜
ナ
リ
故

　
　
　

ニ
之
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
永
存
ノ
予
備
ナ
キ
ヲ
得
ス

　
　
　

熟
考
ス
ル
ニ
彼
ノ
倉
庫
中
ニ
別
紙
図
面
ノ
如
キ
棚
架
ヲ
造
リ

　
　
　

此
内
ニ
御
物
ヲ
排
列
シ
硝
子
障
子
ヲ
建
テ
テ
以
テ
戸
外
ヨ
リ

　
　
　

観
覧
セ
シ
ム
ベ
シ
然
ル
時
ハ
其
都
度
運
搬
セ
ザ
ル
カ
故
ニ
将

　
　
　

来
損
傷
ノ
患
ナ
ク
永
ク
保
存
ス
ベ
シ
依
テ
右
棚
架
其
他
経
費

　
　
　

等
取
調
別
紙
ニ
記
載
致
候
間
別
途
御
出
方
相
成
度
御
詮
議
之

　
　
　

上
御
裁
可
相
成
度
此
段
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　

二

　
　
　

明
治
十
三
年
十
二
月
廿
日　
　
　

内
務
卿
伊
藤
博
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
大
臣
三
條
実
美
殿

注
一
三　
〔
明
治
二
十
三
年
正
倉
院
録
（
帝
国
博
物
館
）〕　

○
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

　
　
　

第
三
号　

宝
庫
屋
根
修
繕
ノ
件
（
五
月
）

　
　
　
（
帝
国
博
物
館
第
七
十
六
号
）

　
　
　
　
　
　

明
治
廿
三
年
二
月
七
日　
　
　

帝
国
博
物
館
総
長
（
花
押
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

正
倉
院
宝
庫
屋
根
修
繕
之
義
伺

　
　
　

正
倉
院
宝
庫
屋
根
瓦
ム
ラ
下
リ
箇
所
出
来
此
侭
差
置
候
ハ
ハ

　
　
　

瓦
土
ニ
雨
水
滲
入
シ
土
居
葺
ヲ
朽
腐
セ
シ
メ
遂
ニ
垂
木
ニ
及
ボ
ス

　
　
　

ノ
患
モ
有
之
此
際
右
之
箇
所
惣
体
瓦
取
卸
シ
在
来
土
居
葺

　
　
　

上
ニ
増
葺
ヲ
ナ
シ
取
卸
シ
タ
ル
古
瓦
ヲ
以
テ
葺
直
シ
（
尤
不
足
ハ
新

　
　
　

調
シ
テ
之
ヲ
補
ヒ
）
候
ハ
ハ
格
別
旧
観
ヲ
改
メ
ス
シ
テ
修
繕
シ
得
ル

　
　
　

義
ト
被
考
レ
其
費
用
凡
千
参
四
百
円
ヲ
要
シ
候
見
込
ニ
候
得

　
　
　

共
実
際
其
職
之
者
ヘ
見
積
ラ
セ
候
ハ
ハ
幾
分
カ
相
減
ス
へ
ク
ニ
付

　
　
　

奈
良
在
住
植
村
書
記
心
得
ヘ
費
用
取
調
方
相
達
可
申
ト
存
候

　
　
　

就
而
者
右
費
用
之
義
当
年
度
ニ
在
テ
ハ
一
廉
百
円
以
上
之

　
　
　

営
繕
ハ
別
途
上
請
之
筈
ニ
相
成
居
候
得
共
当
年
度
宝

　
　
　

器
保
存
費
目
下
ノ
残
余
千
弐
百
余
円
有
之
候
ニ
付
右
ヲ
以
テ

　
　
　

支
弁
致
シ
若
シ
不
足
之
節
ハ
来
年
度
ノ
経
費
内
ヲ
以
テ
支

　
　
　

弁
候
様
可
致
候
此
段
稟
議
候
也

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

正
倉
院
御
屋
根
瓦
葺
換
仕
様
積
り
書

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

上
屋
并
足
場
其
分
入
用
所

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

足
瓦
見
込

　
　
　

一　

大
丸
巴
瓦　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
本

　
　
　
　
　
　
　

代
金
七
円
弐
拾
五
銭　
　
　
但
し金

拾
四
銭
五
厘

壱
本

　
　
　

一　

大
丸
瓦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
本

　
　
　
　
　
　
　

代
金
五
拾
五
円　
　
　
　
　
但
し金

五
銭
五
厘

壱
本

　
　
　

一　

平
唐
草　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
枚

　
　
　
　
　
　
　

代
金
拾
壱
円
五
十
銭　
　
　
但
金
拾
壱
銭
五
厘

し
壱
枚

　
　
　

一　

大
平
瓦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
百
枚

　
　
　
　
　
　
　

代
金
弐
拾
七
円
五
拾
銭　
　
但
金
五
銭
五
厘

し
壱
枚

　
　
　

一　

熨
斗
瓦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
枚

　
　
　
　
　
　
　

代
金
六
拾
七
円
五
拾
銭　
　
但
し金
四
銭
五
厘

壱
枚

　
　
　
　
　
　

但
シ
瓦
各
種
裏
ニ
明
治
廿
三
年
修
補
ノ
文
字

　
　
　
　
　
　

彫
ス

　
　
　
　
　

瓦
代
金
合
計
金
百
六
拾
八
円
七
拾
五
銭

　
　
　

右
之
通
積
リ
明
細
相
違
無
御
座
候
此
代
金

　
　
　

ニ
而
御
用
被
命
恐
々
充
分
入
念
来
ル
五
月

第三章　調査事項

─ 185 ─



　
　
　

十
日
迄
ニ
急
度
成
工
可
仕
候
也

　
　
　
　
　

明
治
廿
三
年
二
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　

大
和
国
添
上
郡
奈
良
町
大
字
雑
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
嘉
六　
（
印
）

　
　
　

帝
室
博
物
館
御
中

注
一
四　
〔
明
治
三
十
三
年
六
月　

日
記
〕　

○
東
京
国
立
博
物
館

　
　
　
　
　
　

六
月
十
日
晴

　
　
　

正
倉
院
陳
列
棚
取
広
工
事
ノ
為
メ
御
開
封
ニ
付

　
　
　

杉
御
物
整
理
掛
長
稲
生
御
物
整
理
掛
淡
近
宮
内
属

　
　
　

奈
良
へ
出
張

　
　
　
　
　
　

六
月
十
一
日
午
前
雨
午
後
曇

　
　
　

東
園
侍
従
同
上
ニ
付
斎
藤
侍
従
属
ヲ
従
ヘ
出
張
稲

　
　
　

生
整
理
掛
淡
近
属
奈
良
到
着

　
　
　
　
　
　

同　

十
二
日
晴

　
　
　

東
園
侍
従
杉
掛
長
奈
良
到
着

　
　
　
　
　
　

同　

十
三
日
快
晴

　
　
　

午
前
十
時
杉
掛
長
東
園
侍
従
御
開
封
奉
仕
相
済

　
　
　

直
々
田
中
宮
内
大
臣
徳
大
寺
侍
従
長
ヘ
電
申
ス
続
テ

　
　
　

北
中
両
倉
ノ
二
階
陳
列
棚
御
物
ヲ
夫
々
収
納
シ
取

　
　
　

広
工
事
ヘ
着
手
ス
午
後
六
時
廿
分
閉
扉

　
　
　
　
　
　

六
月
十
四
日　

晴

　
　
　

午
前
八
時
開
扉
工
事
頭
南
倉
二
階　

御
陳
列

物
般
助
工
事

　
　
　

ニ
着
手
ス
午
後
五
時
五
十
分
閉
扉
皆
中
倉
階
下

　
　
　

・
黄
熟
香
外
箱
（
長櫃
）
元調
製
之
分

禄
六
年
八
月
七
日　

同
倉
三
階
ヘ
収
納
ス

 　
　
　

　
　
　
　
　
　

六
月
十
五
日
晴
金
曜
日

　
　
　

午
前
八
時
十
分
開
扉
工
事
午
後
五
時
四
十
分

　
　
　

閉
扉

　
　
　
　
　
　

六
月
十
六
日
晴
土
曜
日

　
　
　

午
前
八
時
十
分
開
扉
午
後
六
時
三
十
分
閉
扉

　
　
　
　
　
　

六
月
十
七
日　

日

　
　
　

午
前
八
時
十
五
分
開
扉
午
後
六
時
四
十
分
閉
扉
此
日

　
　
　

中
倉
階
下
ヘ
中
棚
弐
個
ヲ
納
ム

　
　
　
　
　
　

六
月
十
八
日
月
曜
日
快
晴

　
　
　

午
前
八
時
開
扉
午
後
六
時
五
十
分
閉
扉

　
　
　
　
　
　

六
月
十
九
日
火
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
八
時
五
分
開
扉
午
後
七
時
閉
扉

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
日　

水
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
七
時
半
開
扉
午
後
七
時
閉
扉
是
日
中
南
両
倉

　
　
　

階
下
棚
御
物
取
片
付
工
事
ニ
着
手
ス

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
一
日　

木
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
七
時
三
十
分
開
扉
午
後
七
時
閉
扉
此
日
北
倉
階
上

　
　
　

棚
工
事
落
成

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
二
日　

金
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
七
時
三
十
分
開
扉
午
後
七
時
閉
扉
中
倉
階
上
棚

　
　
　

落
成
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六
月
廿
三
日　

土
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
七
時
三
十
分
開
扉
午
後
七
時
閉
扉
南
倉
階
上
及

　
　
　

中
南
倉
階
下
左
右
棚
悉
皆
落
成

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
四
日　

日
曜
日　

快
晴

　
　
　

午
前
七
時
半
開
扉
午
後
七
時
十
分
閉
扉

　
　
　

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
五
日　

月
曜
日

　
　
　

雨

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
六
日　

火
曜
日
晴

　
　
　

午
前
八
時
開
扉
中
倉
南
倉
御
物
午
後
五
時
半
閉

　
　
　

扉　

注
一
五　
〔
明
治
十
三
年
正
倉
院
録
（
内
務
省
博
物
局
）〕　

○
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

　
　
　
（
前
略
）

　
　
　
　
　
　

正
倉
院
庫
中
造
作
其
他
費
目
概
算

　
　
　

凡
金
八
千
七
百
六
拾
壱
円
八
拾
銭

　
　
　
　
　
　
　
　

内　

訳

　
　
　
　
　

金
弐
千
弐
百
弐
拾
円　
　
　
御手

間
銅
具
共

物
陳
列
戸
棚
新
調
木
材
并
ニ
大
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
間
ニ
付
金
六
拾
円

　
　
　
　
　

金
三
千
三
百
七
拾
五
円　
　
同磨

キ
硝
子
七
拾
五
枚

硝
子
障
子
遣
イ
長
五
尺
巾
三
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
枚
ニ
付
金
四
拾
五
円

　
　
　
　
　

金
六
百
円　
　
　
　
　
　
　
入
口
間
仕
切
硝
子
羽
目
并
ニ
硝
子
戸

　
　
　
　
　

金
三
百
円　
　
　
　
　
　
　
二
階
物
置
所
棚
并
ニ
楷
子
歩
ミ
板
費
用

　
　
　
　
　

金
五
拾
円　
　
　
　
　
　
　
入
口
上
リ
段
并
ニ
歩
ミ
板
足
代
費
用

　
　
　
　
　

金
七
百
五
拾
円　
　
　
　
　
陳丈

裹
唐
木
綿
仕
立
代
共

列
棚
引
物
白
綾
長
曲
尺
七
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
尺
ニ
付
金
壱
円

　
　
　
　
　

金
五
百
円　
　
　
　
　
　
　
御
物
外
箱
裹
物
新
調

　
　
　
　
　

金
百
円　
　
　
　
　
　
　
　
庫
中
掃
除
人
足
并
ニ
御
物
運
送
人
足

　
　
　
　
　

金
百
四
拾
四
円　
　
　
　
　
大
紋
縁
上
ハ
敷
畳
百
八
拾
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
帖
ニ
付
八
拾
銭

　
　
　
　
　

金
弐
百
拾
八
円　
　
　
　
　
判泊
滞
在
弐
百
日
旅
費

任
壱
人
往
返
壱
度
並
旅
行
弐
拾
六

　
　
　
　
　

金
七
拾
弐
円　
　
　
　
　
　
同
奈
良
近
傍
出
張
旅
費
並
旅
行
弐
拾
四
泊

　
　
　
　
　

金
弐
百
拾
弐
円
八
拾
銭　
　
縣旅
費官
弐
人
往
返
滞
在
弐
百
日

　
　
　
　
　

金
百
八
拾
円　
　
　
　
　
　
奈日
当良
博
覧
会
社
員
三
人
弐
百
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
日
ニ
付
金
三
拾
銭

　
　
　
　
　

金
四
拾
円　
　
　
　
　
　
　
小
使
壱
人
弐
百
日
雇
日
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
壱
日
ニ
付
金
弐
拾
銭

　
　
　
　
　
　

〆

注
一
六　

板
厚
の
調
査
や
製
造
年
代
の
可
能
性
及
び
板
ガ
ラ
ス
の
製
造
方
法
な
ど
は
旭
硝
子
株
式

会
社
の
磯
崎
敏
正
氏
に
ご
教
授
い
た
だ
い
た
。

注
一
七　
〔
大
正
十
年　

正
倉
院
録
（
東
京
帝
室
博
物
館
）〕　

○
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

　
　
　

第
一
号　

正
倉
院
宝
庫
屋
根
修
繕
ノ
件
（
九
月
）

　
　
　
（
官
房
調
査
秘
一
七
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

帝
室
博
物
館
総
長

　
　
　
　

大
正
十
年
三
月
三
日
第
二
七
六
号
ヲ
以
テ
上
申
ニ
係

　
　
　

ル
正
倉
院
宝
庫
屋
根
修
繕
ノ
件
本
月
三
日
勅
裁
ア
ラ

　
　
　

セ
ラ
ル

　
　
　

右
相
達
ス

　
　
　
　

大
正
十
年
四
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣
子
爵
牧
野
伸
顕

　
　
　
（
中
略
）
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正
倉
院
宝
庫
及
聖
語
蔵
屋
根
修
繕
ノ

　
　
　
　
　
　
　

件
ニ
付　
　

卑
見　
　
　
　
　

技
手　

安
田
孝
雄

　
　
　

一
．
奈
良
ヨ
リ
ノ
上
申
書
ヲ
見
ル
ニ
、
昨
年
其
ノ
屋
根
ヲ
検
シ
タ
ル
際
東
流

　
　
　
　
　

レ
其
他
古
瓦
ヲ
用
ヒ
テ
修
繕
ヲ
加
ヘ
タ
ル
部
分
ニ
於
テ
壱
百
七
個
ノ
破

　
　
　
　
　

損
ア
リ
、
近
日
更
ニ
之
ヲ
検
ス
ル
ニ
破
損
ノ
数
俄
ニ
数
百
枚
ヲ
増
シ
居
リ

　
　
　
　
　

年
一
回
ノ
外
開
扉
セ
サ
ル
本
庫
ノ
破
瓦
ヲ
忽
漫
ニ
付
シ
置
キ
テ
ハ

　
　
　
　
　

何
時
雨
漏
ヲ
催
セ
ル
ヤ
ヲ
知
ル
事
能
ハ
ス
、
為
メ
ニ
大
害
ヲ
宝
物
ニ

　
　
　
　
　

及
ホ
ス
事
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
キ
ヲ
以
テ
本
工
事
ヲ
要
ス
ル
ノ
主
意
ナ

　
　
　
　
　

ル
カ
如
ク
、
尚
追
書
ヲ
以
テ
経
験
ニ
依
ル
ニ
破
損
ハ
古
瓦
尤
モ

　
　
　
　
　

多
キ
ヲ
数
フ
ル
カ
故
ニ
全
部
新
製
瓦
ニ
テ
葺
替
ユ
ル
ヲ
可
ト
ナ
セ
リ
、

　
　
　
　
　

之
ヲ
昨
年
十
一
月
中
本
庫
屋
根
雨
漏
調
査
ノ
為
出
張
シ
タ
ル
宮
内

　
　
　
　
　

技
師
菊
地　

白
ノ
復
命
書
ニ
徴
ス
ル
ニ
、
前
記
上
申
書
ノ
古
瓦

　
　
　
　
　

破
損
壱
百
七
個
中
ノ
参
分
ノ
壱
弱
（
三
十
三
枚
）
ハ
新
瓦
ニ
シ
テ
其
ノ
数

　
　
　
　
　

量
表
ニ
ハ
単
ニ
東
西
南
北
、
各
側
ノ
破
数
ヲ
挙
ケ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ハ
一
見
古
瓦

　
　
　
　
　

ヲ
以
テ
シ
タ
ル
東
側
ニ
破
損
ノ
多
キ
ヲ
見
ル
モ
、
之
ヲ
更
ニ
精
細
ニ
屋
根
坪

　
　
　
　
　

ヨ
リ
セ
ハ
東
西
ノ
面
積
ハ
南
北
ノ
約
四
倍
ニ
シ
テ
前
者
ノ
破
数
四
ハ
後
者

　
　
　
　
　

ノ
壱
ニ
比
例
シ
全
屋
根
ニ
於
ケ
ル
破
瓦
ハ
却
テ
新
瓦
ヲ
以
テ
シ
タ
ル

　
　
　
　
　

北
側
ニ
於
テ
最
大
ニ
シ
テ
、
瓦
ノ
強
弱
ハ
新
古
ニ
ア
ラ
ス
、
日
光
ノ
直
射

　
　
　
　
　

ヲ
受
ク
ル
ノ
量
ニ
正
比
例
ス
ル
事
分
明
ナ
リ
、
又
其
ノ
壱
百
七
個
ハ
大

　
　
　
　
　

破
セ
ル
モ
ノ
外
ニ
少
損
少
ナ
カ
ラ
ス
ト
ア
リ
、
上
申
書
中
近
日
ノ
検
数

　
　
　
　
　

更
ニ
数
百
ヲ
増
セ
シ
ト
ア
ル
ハ
恐
ラ
ク
ハ
此
ノ
少
損
ヲ
加
算
シ
タ
ル

　
　
　
　
　

モ
ノ
ニ
シ
テ
、
僅
々
半
閲
年
ニ
シ
テ
如
斯
破
数
ヲ
増
加
ス
ル
事
ハ
、
或

　
　
　
　
　

ハ
昨
冬
ノ
寒
気
絶
大
ニ
シ
テ
其
影
響
ス
ル
処
独
リ
本
庫
ノ
屋
根
ノ

　
　
　
　
　

ミ
ナ
ラ
ス
他
ニ
同
事
象
ノ
歴
然
ト
シ
テ
之
ヲ
証
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ラ
ハ

　
　
　
　
　

知
ラ
ス
、
然
ラ
サ
レ
ハ
他
ノ
原
因
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
瓦
ノ
経
歴
上
絶
無

　
　
　
　
　

ノ
事
タ
リ
ト
言
フ
ヲ
憚
ラ
ス
、
然
ラ
ハ
大
正
二
年
ノ
大
修
理
ヨ
リ
六
年

　
　
　
　
　

半
ノ
間
ニ
於
テ
全
瓦
数
約
参
万
弐
千
余
ニ
対
シ
僅
ニ
数
百
ノ
破
瓦

　
　
　
　
　

ヲ
生
シ
タ
ル
ハ
普
通
ノ
現
象
ニ
シ
テ
毫
モ
怪
シ
ム
ニ
足
ラ
ス
仮
令
明

　
　
　
　
　

年
新
瓦
ニ
テ
葺
替
ユ
ル
モ
明
後
年
ニ
到
ラ
ハ
壱
年
ノ
古
瓦
タ
リ

　
　
　
　
　

若
干
ノ
破
瓦
ヲ
見
ル
亦
絶
体マ
マ

ニ
免
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
上
申
書
ノ
破

　
　
　
　
　

瓦
ヲ
忽
漫
ニ
付
シ
置
キ
云
々
ニ
就
テ
ハ
、
瓦
屋
ハ
葺
当
時
ノ
下
地

　
　
　
　
　

構
造
ト
年
代
ヲ
知
リ
テ
外
観
ヨ
リ
少
シ
ク
注
意
セ
ハ
瓦
ノ
列
座
ニ

　
　
　
　
　

ヨ
リ
漏
雨
有
無
ノ
程
度
ハ
知
ラ
ル
ヘ
ク
、
刺
替
ヘ
ノ
瓦
ヲ
予
備
シ
テ

　
　
　
　
　

年
々
其
ノ
小
破
ヲ
手
入
シ
ツ
ツ
ア
ラ
ハ
其
ノ
下
地
ニ
依
ル
予
定
ノ
年

　
　
　
　
　

齢
ヲ
完
全
ニ
保
持
セ
シ
ム
ル
事
難
キ
ニ
ア
ラ
ス
、
六
年
ノ
長
キ
之

　
　
　
　
　

ヲ
放
置
セ
シ
ハ
瓦
屋
保
存
ノ
根
本
ニ
於
テ
已
ニ
誤
レ
リ
、
本
庫
ノ

　
　
　
　
　

如
キ
ハ
修
理
ノ
都
度
補
足
セ
ラ
レ
タ
ル
歴
代
ノ
多
様
ナ
ル
瓦
ヲ

　
　
　
　
　

戴
ク
事
モ
又
歴
史
上
ニ
於
ケ
ル
本
庫
ノ
価
値
ノ
一
部
ナ
レ
ハ
、

　
　
　
　
　

今
一
時
ニ
全
瓦
ヲ
替
ヘ
テ
之
ヲ
不
具
的
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
寧
最
後
ノ
手

　
　
　
　
　

段
ニ
シ
テ
軽
々
ニ
処
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
、
復
命
書
ニ
依
レ
ハ
其
ノ
土

　
　
　
　
　

居
葺
ハ
椹
ノ
二
分
厚
長
一
尺
二
寸
ノ
扮
板
ヲ
二
寸
足
ニ
葺
キ

　
　
　
　
　

タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
未
タ
葺
替
ヲ
要
セ
サ
ル
ヘ
ク
、
復
命
書
意
見
ノ
如

　
　
　
　
　

ク
今
回
ハ
補
修
ノ
程
度
ニ
テ
可
ナ
ラ
ム
ト
思
考
ス
、
尚
復
命

　
　
　
　
　

書
ノ
南
倉
階
下
柱
ノ
乾
腐
及
各
所
繋
結
用
ボ
ー
ル
ト
ノ

　
　
　
　
　

締
直
シ
ニ
シ
テ
建
物
ノ
外
部
ヨ
リ
施
工
シ
得
ラ
ル
ル
モ
ノ
ハ
此

　
　
　
　
　

際
、
差
替
修
繕
予
算
ヘ
追
加
計
上
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
希
望
ス

　
　
　

二
．
聖
語
蔵
屋
根
葺
替
予
算
中
ニ
上
屋
根
損
料
ナ
シ
可
ナ
ル

　
　
　
　
　

ヤ

　
　
　
　
　
　
（
終
）

　
　
　
（
東
博
第
九
一
四
号
）

　
　
　
　
　
　

大
正
九
年
六
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奈
良
帝
室
博
物
館
長
久
保
田
鼎　
（
印
）

　
　
　
　
　
　

帝
室
博
物
館
総
長　

医文
学
博
士

学
博
士　

森
林
太
郎
殿
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正
倉
院
宝
庫
及
聖
語
蔵
屋
根
修
繕
之
儀

　
　
　
　
　
　

ニ
付
上
申

　
　
　

正
倉
院
宝
庫
ハ
去
大
正
二
年
大
修
繕
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
未
タ
十
年
ニ

　
　
　

満
タ
ス
候
処
昨
年
其
屋
根
ヲ
検
ス
ル
ニ
東
流
レ
其
ノ
他
ニ
古

　
　
　

瓦
ヲ
用
ヒ
テ
修
繕
ヲ
加
ヘ
タ
ル
部
分
ニ
於
テ
壱
百
七
個
ノ
破
損

　
　
　

有
之
尚
其
後
宝
物
曝
涼
開
扉
ノ
際
庫
内
ヲ
検
ス
ル
ニ
三

　
　
　

階
屋
根
裏
床
上
雨
漏
ノ
痕
ト
モ
覚
シ
キ
モ
ノ
有
之
候
ニ
付

　
　
　

当
時
不
取
敢
上
申
内
匠
寮
技
師
ノ
出
張
ヲ
請
ヒ
精
細
検
査
ノ

　
　
　

末
雨
漏
ノ
痕
跡
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
次
第
明
瞭
候
得
共
之
ヲ
妥

　
　
　

ス
ル
ニ
屋
瓦
ノ
破
損
前
陳
ノ
通
ニ
シ
テ
近
日
更
ニ
之
ヲ
検
ス
ル
ニ

　
　
　

破
損
ノ
数
更
ニ
数
百
枚
ヲ
増
シ
居
候
次
第
ニ
有
之
顧
フ
ニ
同

　
　
　

宝
庫
ハ
平
常
閉
鎖
年
一
回
ノ
外
開
扉
セ
サ
ル
儀
ニ
付
屋
瓦

　
　
　

ノ
破
損
ヲ
忽
漫
ニ
付
シ
置
候
テ
ハ
何
時
雨
漏
ヲ
催
フ
シ
不
知

　
　
　

不
識
ノ
間
宝
物
ニ
大
害
ヲ
加
フ
ル
ヤ
モ
難
測
甚
タ
痛
心
ノ
至

　
　
　

ニ
候
間
来
十
年
度
ニ
於
テ
修
理
被
相
加
候
様
致
度
又
同

　
　
　

院
内
聖
語
蔵
ノ
屋
根
モ
近
年
屋
瓦
緩
ミ
ヲ
来
シ
既
ニ
去

　
　
　

大
正
六
年
ニ
於
テ
雨
漏
ア
リ
一
時
小
修
繕
ヲ
加
ヘ
其
儘
今
日

　
　
　

ニ
至
候
得
共
是
亦
永
ク
其
儘
差
置
ク
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
候
間

　
　
　

併
セ
テ
修
繕
被
相
加
候
様
致
度
因
テ
按
ス
ル
ニ
右
両
件
ト
モ

　
　
　

臨
時
費
ニ
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
付
乃
来
十
年
度
予
算
ニ
臨
時
費

　
　
　

ト
シ
テ
之
ヲ
掲
上
提
出
致
度
ト
存
候
得
共
先
以
テ
費
用
概
算

　
　
　

別
紙
ノ
通
取
調
一
応
仰
高
裁
候
也

　
　
　
　
　

追
テ
別
紙
宝
庫
修
繕
ハ
在
来
ノ
古
瓦
悉
皆
解
下
シ
全

　
　
　
　
　

部
新
調
瓦
ヲ
以
テ
葺
替
ル
モ
ノ
ト
現
ニ
破
損
ノ
分
ノ
ミ
ヲ

　
　
　
　
　

差
替
ル
モ
ノ
ト
ノ
両
様
ニ
相
積
候
得
共
経
験
ニ
依
ル
ニ
古

　
　
　
　
　

瓦
ノ
分
破
損
尤
モ
多
ク
左
ス
レ
ハ
未
破
損
ノ
古
瓦
ヲ
尚
其

　
　
　
　
　

儘
使
用
候
得
ハ
差
替
修
繕
ノ
後
幾
モ
ナ
ク
又
破
損
ヲ
生

　
　
　
　
　

ス
ル
ノ
虞
有
之
候
ニ
付
寧
ロ
全
部
古
瓦
ヲ
廃
シ
新
調
瓦

　
　
　
　
　

ヲ
以
テ
葺
替
ル
ノ
愈
レ
ル
ニ
若
カ
ス
ト
存
候
也

注
一
八　

本
章
本
節
第
七
項
参
照
。

注
一
九　
『
国
宝
唐
招
提
寺
金
堂
修
理
工
事
報
告
書
』（
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）

注
二
〇　

第
一
章
第
二
節
参
照
。

注
二
一　

当
初
は
竹
管
で
押
さ
れ
た
円
形
の
陰
刻
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
の

接
着
剤
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
同
章
第
二
節
第
四
項
参
照
。

注
二
二　

上
原
会
員
の
論
考
中
の
参
考
文
献
を
以
下
に
ま
と
め
て
記
す
。

　
　
　

浦
林
亮
次　

一
九
六
〇
年
「
瓦
の
歴
史
」『
建
築
史
研
究
』
二
八
号

　
　
　

上
原
真
人　

一
九
八
四
年
『
恭
仁
宮
跡
発
掘
調
査
報
告　

瓦
編
』
京
都
府
教
育
委
員
会

奥
村
茂
輝　

二
〇
〇
九
年ａ
「
梅
谷
瓦
窯
の
瓦
」『
奈
良
山
瓦
窯
跡
群
』
京
都
府
遺
跡
調

査
報
告
書
第
二
七
冊

奥
村
茂
輝　

二
〇
〇
九
年
ｂ
「
瀬
後
谷
瓦
窯
の
瓦
」『
奈
良
山
瓦
窯
跡
群
』
前
掲

菱
田
哲
郎　

二
〇
〇
〇
年
「
東
大
寺
丸
山
西
遺
跡
出
土
の
瓦
に
つ
い
て
」『
南
都
仏
教
』

七
八
号

平
松
良
雄　

一
九
九
七
年
「
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
考
古
資
料
に
つ
い
て
」『
正
倉
院
紀

要
』
一
九
号

平
松
良
雄　

二
〇
〇
一
年
「
東
大
寺
境
内
の
六
三
〇
一
－
六
六
七
一
の
出
土
傾
向
に
つ

い
て
」『
東
大
寺
成
立
過
程
の
研
究
』（
吉
川
真
司
代
表
の
科
研
報
告
書
）

平
松
良
雄
編　

二
〇
〇
一
年
『
東
大
寺
防
災
施
設
工
事
・
発
掘
調
査
報
告
書
（
発
掘
調

査
篇
）』

福
山
敏
男　

一
九
三
八
年
「
東
大
寺
の
規
模
」『
国
分
寺
の
研
究
』
上
巻
（
改
訂
増
補

『
奈
良
朝
の
東
大
寺
』
一
九
四
六
年
刊
）

光
谷
拓
実　

二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
八
年
「
年
輪
年
代
法
に
よ
る
正
倉
院
正
倉
の
建
築
部

材
の
調
査
」『
正
倉
院
紀
要
』
二
五
・
二
八
号

吉
川
真
司　

二
〇
〇
〇
年
「
東
大
寺
の
古
層
─
東
大
寺
丸
山
西
遺
跡
考
─
」『
南
都
仏

教
』
七
八
号
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